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会 議 録（委員意見及び事務局回答） 

会議の名

称 
令和 3年度 飯塚市環境審議会(第 5回) 

開催日時 書面会議 

開催場所 － 

出席委員 

石橋委員、依田委員、堀委員、佐藤委員、奥迫委員、森山委員、今津委員、梅

野委員、吉栁委員、黒木委員、西谷委員、廣田委員、河邊委員、香月委員、梅

澤委員 

欠席委員 なし 

事務局 

職員 
－ 

会議内容 

1 開会 

2 議題 

議題(1)第 2 次飯塚市環境基本計画「令和 3 年度実施状況（経過報告）」につい

て 

〇質問-回答 

●質問(1)_P1_『買い物袋（マイバッグ）持参運動の促進』 

飯塚市配付のエコバッグは市民の間で活用されていますか？追跡調査はさ

れたのでしょうか？ 

⇒【回答】 

52,884世帯にエコバッグの配布を行いましたが、配布したエコバッグの活用

状況は把握できていません。 

 

●質問(2)_P1_『生ごみ処理方法の普及促進』 

生ごみ処理容器の改良型がいろいろ出ているようですが、情報提供だけでは

なく、市の補助対象として利用できるものはありませんか？ 

⇒【回答】 

生ごみの減量化や資源化の普及・啓発に関する情報提供と並行し、令和４年

度より、各世帯における生ごみ処理機の普及を図るため、エコ工房の協力の

もと、生ごみ処理機「生ごみキエーロ」の作成教室を開催します。また、市

が材料費を一部補助することにより、市民の作成教室への参加を促し、生ご

み処理機の普及や生ごみの減量化を促進します。 

 

●質問(3)_P1_『生ごみ減量化運動・食品ロス削減の普及・啓発』 

食べ残しを出さない指導とありますが、少食児童等への配慮はどうされてい

ますか？完食指導になっていませんか？ 

⇒【回答】 

多く食べられない、好き嫌いがある子どもたちに対して、無理に食べさせる

ような指導はしておりません。 
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●質問(4)_P1_『生ごみ減量化運動・食品ロス削減の普及・啓発』 

30・10運動啓発用ポケットティッシュを配布予定とありますが、この運動は

実態と乖離して（市役所などで行う大宴会が対象）、本来の目的である日常

的生活での生ごみ削減とは意味が異なり、違和感があります。配布はやめて

欲しい。 

⇒【回答】 

30・10運動における啓発用ポケットティッシュの配布につきましては、宴会

の大小に限らず、飲食店を利用したすべての会食に対し食品ロスの削減を呼

びかけるものですので、飲食店を利用するすべての市民に対する食品ロス削

減推進の啓発として効果的な事業といえます。 

 

●質問(5)_P2_『産業廃棄物の適正処理』 

現在の回答文には、指導の流れは記されているものの、途中経過としての実

施 状況については、情報がありません。「指導すべき事案がある場合」の「指

導」 について、令和 3年 12月までに指導が行われた件数、その内容につい

て記載され るべきだと思います。 

「・・・排出される廃棄物が一般廃棄物か産業廃棄物かの問い合わせ」がど

こ からなされているのか、「問い合わせには回答しています」の主体が誰な

のか、 明記すべきだと思います。 

産業廃棄物処理の指導が県から行われるのであれば、環境対策課が「指導す

べき」と判断している「事案」は、どのようなものでしょうか？また、環境

対策 課の「指導」とはどのようなものでしょうか？ 

⇒【回答】 

不適切な排出をされた事業所が２５１件あり、指導につきましては、排出さ

れたごみ袋へ注意シールを添付しています。 

事業所から排出されたごみ袋内に、産業廃棄物が混入している場合は、収集

ができない理由を注意シールに記載し改善を図るよう指導します。改善され

たのち回収を行います。 

「指導」につきましては、主に注意シールを用いて収集できない理由を相手

方に伝え改善を図るようにしています。 

 

●質問(6)_P2_『デポジット制度の有効性に関する情報発信』 

デポジットは有効な手段と思います。但し、広域での取り組みが必要。他自

治体と共有はどうされていますか？ 

類似する資源回収とは、どのようなものですか。 

⇒【回答】 

ご指摘のとおり、デポジット制度は確かに有効な手段であります。しかしな

がら、広域的な取組が必要であること、対象となる製品や事業者、デポジッ

トの仕組みなど、導入に至るまでのハードルが高く、実現性が乏しいため、

市や周辺自治体での実施は難しいのが実情です。 

類似する資源回収は資源回収団体奨励補助金の交付対象となる取組のこと
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です。 

 

●質問(7)_P2_『ごみの分け方・出し方の作成・配付』 

各家庭への配付はされたのでしょうか？ 

⇒【回答】 

作成時、全戸配布を実施しております。 

また、飯塚市転入時に市民課、市民窓口課でごみの分け方・出し方の冊子の

配布しています。 

 

●質問(8)_P2_『環境美化活動の促進』 

まちづくり協議会や自治会等協働での取組に、「まちづくり推進課」と連携

して一緒に実施することはありませんか？ 

⇒【回答】 

自治会等の様々な団体と協力して環境保全に向けた取組を実施するために、

まちづくり推進課との積極的な連携が必要と考えております。 

 

●質問(9)_P2_『産業廃棄物の適正処理』 

指導された後、改善されましたか？指導後の結果は？ 

⇒【回答】 

事業所から排出されたごみ袋内に、産業廃棄物が混入している場合は、収集

ができない理由を注意シールに記載し改善を図るよう指導します。改善され

たのち回収を行います。 

 

●質問(10)_P3_『一般廃棄物の適正処理』 

窓口での配付で良いのでしょうか？市民に広く啓発すべきではないでしょ

うか？ 

⇒【回答】 

現在は新型コロナウイルス感染症を考慮し、ごみ分別ゲームは実施しており

ませんが、実施の際には『飯塚市「家庭ごみ」の分け方・出し方（簡易版）』

の配布を行い、ごみの原料・再資源化に関する啓発を行います。 

 

●質問(11)_P3_『一斉清掃の実施』 

地域自治会やまちづくり協議会と協働で取り組むために「まちづくり推進

課」との連携はありますか？ 

行政・企業参加はどうされていますか？ 

⇒【回答】 

現在、まちづくり推進課との連携はございません。 

自治会や企業等の各種団体より一斉清掃の実施相談を受けた際は、ボランテ

ィア清掃ごみ袋の申請を案内し、地域での地域清掃の促進を行っています。 

 

●質問(12)_P5_『拠点回収ボックスの利用促進』 

拠点ボックスは自治会の資源回収を共用されており、持ち込み品目に差異が
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あり、困る。調整してほしい。 

⇒【回答】 

拠点ボックスの管理については、各自治体の方針により実施をしています。

拠点ボックス回収分以外のものを回収している場合等で市民から苦情があ

る場合は、自治会での周知や実施方法の変更等の検討を行うよう調整いたし

ます。 

 

●質問(13)_P6_『小規模施設の監視・指導』 

相談事業は指導により、解決しましたか？どのような苦情が相談されていま

すか？ 

⇒【回答】 

実施状況にて記載した相談につきましては、現地確認の上で原因者へ指導を

行い、現在は改善しております。 

小規模施設等からの排水に係る苦情の内容として多いものは、排水からの異

臭や油の流出疑いとなっております。各相談について、関係各課および関係

機関と連携したうえで現地確認にて原因を調査し、原因特定に至ったものに

ついては、原因者へ指導を実施しております。 

 

●質問(14)_P7_『河川の浄化対策』 

関係団体（飯塚川づきあい交流会）と河川の浄化対策等について情報の共有

に努めております。とありますが、情報共有した内容をご提示ください（石

や竹炭を利用した河川浄化対策にどうつながりましたか？）。 

⇒【回答】 

飯塚川づきあい交流会の参加団体であるＮＰＯ法人遠賀川流域住民の会が、

毎年実施している竹林整備事業において、整備により伐採された竹を利用し

竹炭を作り、住民の会の加盟団体等に提供し、河川等の浄化に取り組んでい

ます。 

 

●質問(15)_P8_『遠賀川流域の環境の保全』 

遠賀川・穂波川流域は毎年きれいになっていますが、碇川流域は、ごみ・雑

木（堤防）が多数あります。今後どのように扱われるのでしょうか？ 

⇒【回答】 

I LOVE 遠賀川実行委員会、We Love 穂波川実行委員会は市民により立ち上

げられた市民団体であり、市民・スポーツクラブ・学生・企業・行政などが

協力しながら実行委員会が運営されています。碇川を含め他の河川について

も、同様に地域住民等による清掃活動を推進していく必要があると考えま

す。また、碇川は遠賀川の支川であり福岡県の管轄となりますので、県とも

情報共有を行っていきたいと考えております。 

 

●質問(16)_P8_『他県の産業廃棄物受け入れ停止の要望』 

要望を検討されているが、要望は行われているのでしょうか。 

⇒【回答】 
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福岡県では産業廃棄物の処理の適正化を図ることを目的として、「県外産業

廃棄物の県内搬入処理に関する要綱」を定めており、県外から搬入される産

業廃棄物を処分しようとする場合は、その産業廃棄物の種類や予定数量等に

ついて事前届出を義務付けています。従いまして、産業廃棄物の処理の適正

化が図られているため、要望は行っておりません。 

⇒【再質問・意見】 

『…適正化が図られている』となってますので、項目そのものはいらない

のではないでしょうか？ 

⇒【再質問・意見への回答】 

第 2 次環境基本計画における事務事業として、計画書中にも記載されてい

るものになりますので、実施状況としては報告させていただいております。 

回答に示すとおり、県の定める要綱により、産業廃棄物の処理の適正化が

図られているため、令和 4 年度以降の第 3 次計画においては、事務事業と

しては挙げておりません。 

 

●質問(17)_P10_『学校等における地場食材の利用促進』 

・・・地場食材の占める割合を毎月調査し・・・統計も出しています。とあ

りますが、市のホームページ等、どこで公開されていますか？ 

公開されていなければ、その統計内容をご提示ください（2020 年～最新ま

で）。 

統計を出すことで、保育園の地場食材の占める割合が低下している要因解

析・対策につながり、効果をあげていますか？ 

⇒【回答】 

統計内容について、補足資料 No.1のとおり示します。 

地場食材の占める割合が低下している要因解析・対策とまではいかないが、

各園の食材納品業者に、目に見える形で示し、地場食材の納品をお願いする

ことができます。 

 

議題(2) 第 3 次飯塚市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）達成状況につい

て（温室効果ガス排出量） 

○質問-回答 

●質問(18) 

数字（結果）だけではなく、考察が必要です。なぜ減ったのか、なぜ増えた

のか、市民への説明が必要です。 

⇒【回答】 

令和 2 年度、電気の使用に伴う温室効果ガス排出量が、前年度に比べて約

1,600tCO2増加しています。（補足資料 No.2参照） 

しかし、使用量としては、各施設の省エネ等の取組により、約 10 万 kwh の

削減ができている状況です。この温室効果ガスの排出量の増加の要因としま

しては、他人から供給された電気の使用に伴う温室効果ガス排出量の算定の

際に使用する排出係数が、各電気事業者の発電手法等により、毎年、変動す

るためであり、令和 2 年度は、使用量の多い事業者が排出係数が増加してい
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ることから、温室効果ガスの排出量が増加したものです。 

また、自動車の使用量については、これまで会場で開催されていた会議や研

修等が、新型コロナウイルス感染症の影響により、Web や書面で実施された

こと等が要因であると思われます。  

 

●質問(19) 

・重油、灯油、揮発油、軽油等については主な使用施設・設備などの表示を

してほしい（どこで何に使われているのか？）。 

・各々どんな対策を実施しているのかわかるように表示できませんか（結果

の数字だけでは検討のしようがない）。 

・クリーンセンターの移管等、基準年との比較に意味がない数字になってい

ます。意味のある（実際の効果がわかる）比較ができるようにしていただき

たい。 

⇒【回答】 

・温室効果ガス排出量の多い燃料については、主に、重油は飯塚市立病院の

厨房でボイラーの燃料として、LPG・都市ガスは各学校の給食室での燃料と

して、また、灯油は穂波福祉総合センターの浴室での燃料として使用されて

おり、その他、様々な機器等の燃料として使用されております。 

・各施設での対策方法については所管課において、空調や電気、事務用機器

等の管理標準を定め、エネルギー使用の合理化を推進しているところではあ

りますが、対策は施設や設備のほか、職員個々の取組など、様々であり、正

確に数値と紐づけすることは難しいのではないかと考えます。 

・クリーンセンターの移管以外にも、多くの施設で統合・廃止などが行われ

ているほか、「第 3次飯塚市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」の計画

は、国の「地球温暖化対策計画」及び「政府実行計画」に基づいて策定して

おり、基準年度は平成 25 年度のとおりとなります。参考までにクリーンセ

ンター等の施設を除いた基準年度と令和 2 年度を比較した補足資料 No.3 を

添付します。 

 

議題(3)第 3次飯塚市環境基本計画「令和 4年度実施計画」について 

○質問-回答 

●質問(20)_P1_『竹粉砕機の貸出による放置竹林伐採の促進』 

伐採の場所を具体的に知りたいと思います。 

⇒【回答】 

対象は市内全域の竹林となっており、伐採の場所について指定や限定はして

おりません。 

なお、令和 2年度については勢田、鹿毛馬、上三緒及び相田の、令和 3年度

については相田および柏の森の竹林整備をした際に出た竹の処分のため貸

し出しを行いました。 

 

●質問(21)_P2_『希少動植物・在来種に関する情報発信』 

自然体験プログラムの内容は？ 
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参加者は大人・子ども（小・中学生）とかでしょうか。 

⇒【回答】 

自然体験プログラムでは、市内各所の公園を講師の引率のもと散策を行い、

自然観察会を行うものです。 

参加者については、小・中学生とその親世代を対象としていますが、小学校

高学年～中学校の生徒については、受験・部活・その他習い事の開始等の要

因で、参加はしづらいものと見込んでおり、主な参加者層は小学校低学年の

子どもたちになると見込んでいます。 

また、起伏が少なく歩きやすい散策コースを選び、休憩までの散策距離・時

間を短く計画するなどの変化を加えた、未就学児向けのプログラムの開催も

企画しています。 

 

●質問(22)_P4_『遠賀川水系における水質の監視』 

2020年度の実績値より 2022年度の目標値が低いのはなぜですか？ 

第 3 次飯塚市環境基本計画、「施策方針①河川などの水質改善」における評

価指標との整合性がとれるようにしてはどうでしょう？ 

⇒【回答】 

令和 4年度から新たな計画期間入るため、ご指摘のとおり、遠賀川水系水質

検査における BOD 環境基準達成ヵ所目標値を、「施策方針①河川などの水質

改善」における評価指標と同じく 100%とさせていただきます。 

市 HP等での公表時に目標値を修正した実施計画を公表します。 

 

●質問(23)_P4_『屋外広告物の除却による景観保全』 

・違法広告物の除却枚数を目標値にあげていますが、2020年度実績値より多

く設定する意味がわかりません（減らしていくものではないですか？）。 

・違法屋外広告物を減らしていくための具体的な事業内容がありません（ル

ールを新たに定めなくても、すでにあるのでは？）。何も具体策がなく、除

却するだけでは減りません。イタチごっこです。 

⇒【回答】 

違法屋外広告物を減らしていくために敢えて高い目標値を設定しています。                                          

除却だけでなく、違法届出を繰り返す悪質な業者には勧告文を通知したり、

直接お会いして指導を行っております。 

⇒【再質問・意見】 

違法屋外広告物を繰り返したり、違法届出を繰り返す悪質な業者には勧告

文を通知・・・と回答にありますが、条例に従い、「代表者の氏名及び主た

る事務所の所在地)その他必要な事項を公表」（第 43条の 2）していただき

たい。 

従来のままの取組では結果が変わらないと思います。 

目標値としては広告物の除却枚数よりも違法行為を繰り返す業者をゼロと

するといったものが好ましく（除却作業する方の士気も上がる）、実際に減

少させる効果があると思います。 

⇒【再質問・意見への回答】 
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 ご指摘のとおり、福岡市屋外広告物条例におきましては、第 43条の 2に

「代表者の氏名その他必要な事項を公表」という文言がありますが、飯塚

市におきましては、福岡県屋外広告物条例に基づく運用となります。第 26

条に屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告を行うことができる

となっており、「公表」とはなっておりません。 

 そのようなことから、現状の指導（勧告文の通知、口頭での指導）で業

者に改善が見られると考えておりますことから、現時点では従来の指導方

法を変更する予定はございません。 

 なお、 屋外広告物法第 7条第 1項では違法屋外広告物に対して必要な措

置を命じることができるとされており、必要な措置については除却、改修、

移転、修繕、許可の取消、口頭による指導指示となっております。 

  限られた人数の職員で、市内全域の違法広告物を把握し、業者の特定を

することが現実的には、困難であります。現在の職員体制を考慮したうえ

におきましては、現時点での目標値としましては、広告物の除去枚数が的

確であると考えております。 

 

●質問(24)_P5_『ボランティア袋の交付』 

ボランティア袋配布枚数を目標値にあげていますが、ボランティアがごみ

を集める地域が市内全域のどの範囲をカバーできているかを指標にしては

どうですか（市内の全道路長の何%がカバーできているか等）？ 

ボランティア袋を配布するだけでは事業とは言えないと思います。ポイ捨

てごみも減りません。行政としてごみを減らすしくみとしかけを自分ごとと

して考えてほしい。アイデア募集も効果ありと思います。 

一斉清掃が行われていますが、ボランティア袋の中身は 9割を超えて落ち

葉や草木です。ポイ捨てされたゴミだけを入れる等の取り組みにしないと意

味がありません。一斉清掃におけるボランティア袋の使用目的を徹底してほ

しい。 

そもそも年に 2回程度の一斉清掃でポイ捨てする人の意識は変わりません。

少なくとも 1週間に 1度程度のごみ拾いをして美しさが保たれた状態、拾う

人の姿を見て意識が変わることが多いです。 

⇒【回答】 

市内全域のどの範囲をカバーできているかを指標とすることにより、市内各

地のボランティア清掃実施状況をより詳しく把握することが可能となりま

す。しかし、ポイ捨てされるごみの量は地域によって差があり、同様に人口

や交通量にも差が見られます。ごみが落ちていない地域も当然あるので、市

内全地域でボランティア清掃が行われるわけではありません。よって、市内

全域のどの範囲をカバーできているかではなく、ボランティア清掃ごみ袋の

交付枚数を指標としています。 

また、ボランティア清掃ごみ袋を交付することで、道路や公共の場所等の

清掃を奨励し、ポイ捨てされているごみを減少させることができます。今後

は、ポイ捨てされたごみの減少だけでなく、ごみをポイ捨てされないような

取組について検討する必要があると考えます。 
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ボランティア清掃ごみ袋の使用目的につきまして、ボランティア清掃ごみ

袋は、地域の環境美化の促進に寄与するため、清潔で快適な地域環境を維持

することを目的として交付していますので、落ち葉を清掃することも清潔な

地域環境を維持するために必要な清掃活動であると考えます。また、落ち葉

や枯草が散乱している場所は、ごみのポイ捨てが多くみられる傾向がありま

すので、その予防としても効果的であるといえます。 

⇒【再質問・意見】 

ボランティア袋配布枚数を目標とするのは、やはり違和感があります。数

値目標を達成しても本来の目的を達成したことにはならないからです。継

続可能な取り組みとは言えません。 

実際にごみ拾いをしているとバイパス側面等のごみにはきりがなく、絶望

的な気持になります。ごみ拾いボランティアが集合して一斉にごみを拾う

等の催し的なものを定期的に企画するといった取り組みが効果あるので

は、と思います。 

現在ボランティアごみ拾い者は自分がごみを拾う地域を地図で示していま

すので、その地域を広げることを目標にしては？と提案しましたが、せめ

てボランティアのごみ拾い人数を増やすといった人数目標にしてはどうで

しょうか？ 

なお、一斉清掃時に集められる落ち葉や草木はポイ捨てごみと分別し、焼

却しない方法（土中に埋める等）を検討していただきたい。燃料を使って

焼却すれば意味がないと思います。 

⇒【再質問・意見への回答】 

ボランティア袋を交付する事業の目的は、市民が行う地域清掃活動の支援

であり、どの程度の支援を行ったかを表す活動指標として、ボランティア

袋の交付枚数は適正であると考えます。 

ご提案いただいております、一斉ごみ拾い等の催しについては、コロナ禍

以前は市内各所で有志の市民により開催されており、市はこれらの活動を

後援していました。このような活動を広げていく必要があるという意味で

は、おっしゃるとおりで、ボランティア袋の交付がこれら清掃活動の促進

に貢献しているものと考えます。 

指標についてご提案いただいていますが、ボランティア袋の交付にあたっ

ては、清掃実施日時と参加人数、集積場所と収集希望日時を事前に申請い

ただく場合もあれば、清掃実施日時は任意で、通常収集場所に集積する場

合もあります。後者の場合、参加人数の把握が困難であるため、把握が容

易な交付枚数を指標としております。 

草木・落ち葉等について土中に埋める等の処理を行うにあたっては、土地

所有者との調整や、土を掘って埋める人手の確保など、クリアすべき課題

があると考えます。ボランティア袋の利用にあたっては、通常収集におけ

るゴミ分別ルールでの分別のみを義務づけており、可燃ごみについて落ち

葉等とそれ以外に分別するルール変更に関する市民の理解を得る必要があ

ります。 

 



10 

 

●質問(25)_P5_『生活環境の保全に関する条例に基く指導』 

目標値として苦情処理件数があげられていますが、「苦情解決件数」にして

いただきたい。 

（2020年度の成果として「野外焼却禁止の隣組回覧を行い環境保全意識の向

上を図った」とありますが、一向に野外焼却はなくなっていません。チラシ

や回覧による指導では解決につながりません。意識も向上していません。別

の方法をとるべきです。） 

⇒近年は苦情内容が煩雑化しており、その対応が各苦情ごとに異なるため、

何を以て解決とするのか基準等が明確ではありません。また、苦情対応は各

法令に基づいて対応することが前提としてあるため、法令以上の対応はでき

ません。従いまして、市として各法令に基づき、可能な範囲で対応を行った

「苦情処理件数」を目標値としてあげております。 

なお、「野外焼却」に関しまして、まずは隣組回覧で野外焼却が禁止である

ことを市民の皆様に知っていただき、それについて守って頂けない場合は、

市民の方の通報等により、個別に指導等の対応を図っていきたいと考えてお

ります。 

 

●質問(26)_P6_『環境パトロール等の実施』 

監視カメラ、看板の設置数を目標値にしていますが、監視カメラ設置数に絞

っていただきたい。看板は全く不法投棄防止の役に立っていません。 

⇒【回答】 

不法投棄防止に関しては、看板設置も一定の効果がありますので引き続き行

ってまいります。監視カメラにつきましては、11件の設置となっています。 

⇒【再質問・意見】 

苦情を処理することを目標としていますが、苦情は解決することが目的で

す。 

法令に基き、罰則を含めた対応をしない限り解決できないことが多いと思

います。 

従来の取り組みでは単に「回覧した」、「指導した」で処理済みとされてき

ましたが、これらの対応では一向に解決に至らず、繰り返されています。 

解決することを目的として、解決の内容（定義）は決めれば良いと思いま

す。 

⇒【再質問・意見への回答】 

不法投棄防止対策としましては、看板設置、監視カメラを継続し実施して

いきます。法令に基づく罰則の対象となる事案につきましては、関係機関

と協力し対応を図ってまいります。 

⇒【再質問・意見】 

不法投棄防止に関して看板設置も一定の効果があります・・・とのことで

すが、管理されていない看板が多く、老朽化して非常に汚いものや、脱落

したり、飛散して粗大ごみと化しているものが多く見られます（何度も連

絡して撤去してもらいました）。 

看板を設置するのであれば、設置日時、場所を確実に把握できるしくみと
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して美観を保つ責任があると思います（現在は設置しっぱなしで放置状

態）。 

維持・管理を徹底していただきたい。 

⇒【再質問・意見への回答】 

ご指摘のとおり看板の維持管理につきまして、老朽化が進んでいる箇所等

がありますので、看板等の現状を確認し、脱落、破損、汚染等があるもの

については改善をしてまいります。また、現状が把握できる体制を検討し

維持管理に努めてまいります。 

 

●質問(27)_P6_『ペーパーレス化の推進』 

・2020年度の実績印刷枚数より目標値が大きいのはなぜですか？ 

・具体的な事業内容がないので、ペーパーレス化は達成できないと思います。

効果のある事業内容を設定してほしい（その前に分析が必要だと思います）。 

⇒【回答】 

・2021年度の印刷枚数が前年度と比較して増加傾向にあったため、目標値を

大きくしました。増加の要因としては、システムリプレースにより帳票の印

刷必要枚数が増えたことによるものと思われます。ペーパーレス化推進につ

ながるよう、事業内容の設定や現状の分析などを行っていきたいと思いま

す。 

・会議、研修等でのペーパーレス化により、年間約 3万枚の紙の削減となっ

ております。現時点では大きな成果とは言えませんが、最近様々なメディア

等でも謳われている DX(デジタルトランスフォーメーション)や自治体 DX の

推進を図るためにもペーパーレス化を進めていくことが重要だと考えてお

り、DX化が進むことで、紙の削減等の更なる環境的な配慮ができると考えて

おります。 

 

●質問(28)_P7_『生ごみ処理機に関する普及・啓発』 

・指標値はセミナー等への参加者数でなく、設置数（販売数）等にしないと

意味がないと思います。 

・補助金を出す等のしかけも検討していただきたい。 

・まず、市役所内の食堂で取り入れてはどうですか？ 

・市として、生ごみを収集するしくみの検討をされてはいかがでしょう（生

ごみを収集し、たい肥化する近隣の自治体が増えています）。 

⇒【回答】 

・生ごみキエーロ作成教室はあくまで生ごみ処理機の作成方法を紹介するも

のですので、参加者が実際に各家庭で生ごみ処理機を設置するかどうかは確

認することができません。よって作成教室の開催数とその参加者数を指標と

しています。 

・また、生ごみキエーロ作成教室は材料費を市が一部補助することにより、

市民の参加を促し、生ごみ処理機の普及や生ごみの減量化を促進します。 

・生ごみの収集に関しては、食堂等の庁舎内での収集を行う場合、生ごみの

臭いや虫の発生等の諸問題への対策を含め、様々な事項に対する検討が必要
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です。 

・生ごみを分別収集するには、各家庭での生ごみと可燃ごみの分別の徹底が

必要となります。そのためにもまずは、各家庭のごみの分別の必要性の理解

が必要となります。 

⇒【再質問・意見】 

生ごみキエーロ作成教室で作成方法を紹介するだけでなく、実際に作成す

るのであれば、普及数としてカウントすれば良いと思います。 

教室に参加しなくても作成すれば補助金が出るしくみとして、普及数とす

る。 

従来からあるコンポストや他の方式の処理機でも補助金対象にして普及す

るしかけを作ってはどうでしょう（キエーロは大型で設置可能な場所が限

られます）。これらをすべて（増加の）普及数として扱えば良いと思います。 

目標値はあくまでも効果（結果）を測る数値として設定するのが好ましい

と思います。 

⇒【再質問・意見への回答】 

実施計画に示す作成教室においては、参加者が実際に『生ごみキエーロ』

を作成します。作成には電動ドリル等の工具を用いるため、エコ工房の職

員等が補助につく必要がありますので、事業としては教室開催の形をとっ

ています。 

参加者数としては 1回につき最大 10名とし、1名につき 1基、『生ごみキエ

ーロ』を作成するため、本事業における参加者数は、（各家庭に設置すると

仮定すれば）設置数とほぼ同値と考えています。 

その他、『生ごみキエーロ』作成教室以外の処理機購入に係る補助事業につ

いては、事務事業の立案に際し、事業実施に係る財源も含めて検討させて

いただきます。 

 

●質問(29)_P7_『ペットボトルキャップ回収事業の促進』 

ペットボトルは使用しない方向にすべきです。キャップの回収数を増やして

いくのは逆行です。この事業を継続することはかまわないですが、目標値設

定は止めてほしい。 

⇒【回答】 

ペットボトルキャップを収集・リサイクルすることで、プラスチック資源を

循環させ、循環型社会の推進に寄与できるうえ、ペットボトルのポイ捨ての

抑制になるため、継続してこの事業に取り組んでおります。また、ご指摘の

とおりペットボトル回収量を成果指標とすることは、リデュースの観点にそ

ぐわないものとなりますが、活動指標に関しては、市民がリサイクル事業に

取り組みやすい仕組みづくりのために、より多くの施設にてペットボトルキ

ャップの回収を可能とするため、ペットボトルキャップ回収箇所数を指標と

しております。 

 

●質問(30)_P8_『市職員の省エネ行動促進』 

「市職員の取組状況実施回数」を目標にしていますが意味のない、効果のな
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い調査と思います。省エネがどの程度効果をあげているかをモニターして結

果を定期的に公開していくことが意識付け・行動につながります。 

⇒【回答】 

「職員の取組状況調査」については、調査時のタイミングや感覚的な面もあ

ると思われ、正確に数値化することは困難であるかと思われますが、年に一

度、調査を行い、個々の職員が自分の行動を振り返ることで、省エネ行動へ

の意識付けにつながるのではないかと考えます。委員からいただいたご意見

のとおり、省エネがどの程度効果をあげているのか確認できればよいのです

が、どの行動や設備がどれほど効果があったのか、省エネ活動は様々である

ため、正確な分析等が困難であると思われます。調査時には職員からできる

ことから始めていきたい、今後も意識していきたい等の声をいただいている

ことから、行動変容のきっかけになっているものと考えられ、今後も設備等

の省エネ化や運転方法の改善だけでなく、職員一人ひとりが省エネ行動を意

識付けられるよう、促していきたいと思います。 

 

●質問(31)_P8_『第 3次飯塚市地球温暖化対策実行計画の推進』 

・2020年度の実績値は 13,497→13,499の間違いではないですか？ 

・2021年度の目標値 31,573は 2013年度の実績値ではないですか？ 

・2022年度目標値が 2020年度実績値より大きくなるのはなぜですか？ 

⇒【回答】 

ご指摘ありがとうございます。ご指摘いただきました箇所について、公表時

に以下のとおり修正いたします。また、目標値は、「第 3 次飯塚市地球温暖

化対策実行計画（事務事業編）」の令和 12年度の目標値を記載しており、本

計画策定時、国の「地球温暖化対策計画」及び「政府実行計画」に基づいて、

策定したことから、目標値が実績値を上回るかたちとなっております。 

・令和 2年度実績値：13,499 

・令和 2年度及び令和 3年度目標値：18,944 

 

●質問(32)_P9 

・9 ページ全般の内容は環境に関する内容ではないと思います（省いてほし

い）。 

・情報政策課に一部ゴミ分別に関する AI 自動応答サービスの導入がありま

すが、指標に該当するものがありません。 

⇒【回答】 

ご指摘の事務事業については、取組の方向性「多様な媒体による情報発信」

「ICT を活用した多様なコミュニケーション手段の導入」に係る事務事業で

あり、環境保全に関する啓発・情報発信について効率的に行う上での媒体の

整備、及びそれらの情報を市民・事業者等が広く受信できるように、これら

の媒体・コミュニケーション手段の利用者の輪を拡げることを目的としてい

ます。 

ご意見をいただいておりますとおり、環境分野に特化した啓発・情報発信を

行う事務事業ではありませんが、本計画に示す上述の取組の方向性では、こ
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れらの情報発信をより効率的・効果的にすることを目的とするもの、という

ふうにご理解いただければと思います。 

生涯学習課事業「中央公民館の利用促進」については、取組の方向性「多様

な主体、世代が気軽に情報交換できる場の創出支援」であり、質問(33)への

回答において後述します。 

 

●質問(33)_P9_『中央公民館の利用促進』『交流センターの使用促進』『コス

モス大学における講座』『まちづくり協議会に対する補助金等』『自治会への

加入促進』『市民交流プラザの利用促進』 

これらの件に関しては、利用の目的・講座の内容等、環境問題・教育以外の

ものも多く、すべてを取り上げるのは違うのではないでしょうか。 

横断的取組といっても環境審議会委員が把握・審議するのは難しいと思いま

す。 

⇒【回答】 

ご指摘のとおり、これらの公共施設・地域コミュニティにおいては、環境分

野以外における講座の開催や、地域活動も行われています。 

ご指摘の事務事業については、第 3次計画における取組の方向性「自治会・

公民館の活用による地域コミュニティの活性化」「多様な主体、世代が気軽

に情報交換できる場の創出支援」「エコ工房、コミュニティセンター、公民

館を活用した講座、セミナー、イベントの開催」に係る事務事業であり、こ

れらの取組の方向性では、環境保全活動の推進にあたっての、市民参画を促

進するための土壌づくりを目指しています。 

本計画の推進主体は行政のみならず、市民・事業者・環境団体・学校で構成

され、これらの取組の方向性における事務事業では、行政以外の推進主体の

支援を行うものと整理をしていただければと思います。 

またご指摘のとおり、専ら環境分野にのみ取り組む事務事業ではありません

ので、これらの事務事業について調査・審議をすることが難しく感じるかも

しれませんが、第 3次計画における重点施策の主旨についてご理解いただき、

これらについては広く地域活動・地域コミュニティの活性化を目的とした事

務事業として、ご審議いただきたいと思います。 

⇒【再質問・意見】 

・・・広く地域活動・地域コミュニティの活性化を目的とした事務事業・・・

とありますが、第 3 次計画の重点施策の主旨とかけ離れている内容としか

言いようがありません。 

これらの施策は環境基本計画の主旨を理解した上で記載したとは考えられ

ません。 

「自治会への加入促進」等の内容は環境審議会で審議すべき対象ではあり

ません。 

環境計画の目標を達成するために本当に必要な・効果のある重点施策は何

か再考をお願いします。 

⇒【再質問・意見への回答】 

重点施策として掲げているのは「教育・協働・連携の推進」ですが、再意



15 

 

見中でご指摘の「…広く地域活動・地域コミュニティの活性化を目的とし

た事務事業…」は、重点施策の文言における「協働・連携」の推進に貢献

するものであり、また各施策方針・取組の方向性においても合致するもの

と考えます。 

第 3 次環境基本計画の推進体制における環境審議会の位置づけは、計画の

進捗についての点検・評価を行う機関となっています。 

上述のとおり、重点施策の主旨と、各施策方針・取組の方向性に沿う形で

各事務事業実施計画を定めておりますので、当実施計画に係る点検・評価

についてご協力の程をよろしくお願いいたします。 

 

●質問(34)_P10_『交流センター等を活用した市民サークル活動の促進』『ま

ちづくり協議会に対する補助金の交付・人的支援』『自治会への加入促進』 

環境に関する内容ではないと思います（省いてほしい）。環境に関するもの

であればその指標を設定してください。 

⇒【回答】 

質問(33)回答のとおり 

 

●質問(35)_P11_『市民交流プラザの運営による情報交換の機会の創出』 

事業内容は環境に関する内容ではないと思います（省いてほしい）。環境に

関するものであればその指標を設定してください。 

⇒【回答】 

質問(33)回答のとおり 

 

●質問(36)_P11_『コスモス大学における講座開催』 

事業内容は環境に関する内容ではないと思います（省いてほしい）。環境に

関するものであればその指標を設定してください。 

⇒【回答】 

質問(33)回答のとおり 

 

●質問(37) 

第 3次飯塚市環境基本計画に基き、具体的に事業をどう展開していくか市役

所内で議論した内容の記録を提示してください（基本計画の内容がどのよう

に議論され実施計画にまとめられたものですか？その経緯がわかるもの）。 

⇒【回答】 

事務事業の実施計画については、庁内の予算を伴う事業について事務局：環

境整備課が精査を行った上で一覧を作成し、各課に確認・記入を依頼したも

のです。また、環境整備課が把握する以外で計画の目標達成に貢献する事業

については、その事業内容・指標等を募っています。 

先の審議会でも説明したとおり、第 3次計画では情勢の変動に対応するべく

実施計画については毎年見直しを行うため、上述の作業は毎年行うことにな

ります。 

上述のように、事務局案について各課が確認・記入したものになりますので、
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第 2次計画の進捗管理と同様、担当者レベルでの指標設定等に関する相談等

はありますが、庁内で寄り集まって話し合いをした事績はございません。 

 

●質問(38) 

第 3次飯塚市環境基本計画の目標値と各実施計画の整合性を議論・検討した

記録があれば提示してください（実施計画を達成すれば目標値が達成される

という整合性はありますか？・・・実施計画を実行しても目標が達成されな

ければ意味がありません）。 

⇒【回答】 

今年度第 4回の審議会においてもご説明しましたが、本計画では推進主体を

市民・事業者・環境団体・学校・行政と定め、これら主体の協働・連携によ

り計画を推進した結果を測るものが、各基本目標・施策方針ごとに定める評

価指標になります。本議題でとりあげている事務事業実施計画は、上述の主

体のうち「行政」のものであり、この実施計画の達成が、即ち計画中に定め

る評価指標の目標値の達成となるわけではなく、これらの達成には他の主体

の取組も要します。この点について、前提としてご理解いただきたいと思い

ます。 

各実施計画の作成過程については、質問 No.37の回答に示すとおりであり、

ご意見いただいております整合性（評価指標への貢献度）に絞った議論・検

討を庁内で行った事績はございません。 

評価指標は施策方針ごとの設定になりますが、施策方針に紐づく各取組の方

向性の設定については、今年度第 1回審議会議題「計画構成案について」及

び第 2回審議会議題「計画骨子案について」の中で調査・審議を行っていた

だいた次第です。 

各実施計画については、上述の取組の方向性に紐づく形で設定したものであ

り、計画中の各基本目標・施策方針に貢献するものと整理しています。 

⇒【再質問・意見】 

事務事業実施計画は「行政だけ」の内容とのことですが、環境基本計画は

飯塚市全体の計画で、達成すべき目標値を掲げています。 

当実施計画は市民・他を含む（行政が働きかける市全体の計画として）、

目標達成のための計画と考えるのはまちがいでしょうか？ 

計画は目標を達成するためのもので、この計画だけでは目標達成ができな

いとなれば、計画ではないと思いますし、「当実施計画を達成しても目標

達成できない」となれば計画の意味がないと思います。 

環境基本計画の主旨について市役所内での議論が欠落していると思いま

す（計画作成担当者は主旨を理解できていないと思います）。議論しては

いかがでしょう。 

⇒【再質問・意見への回答】 

当実施計画について、「働きかける対象として」市民・他の主体は含まれ

ます。しかし、事務事業を実施する主体としては、行政のみであり、市民・

他の主体は含まれません。 

前質問に対する回答前段の主旨としては、環境基本計画を推進するための
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事務事業・活動は、当実施計画に示すものに限ったものではなく、行政以

外の主体が行う活動も含めた上で、計画を推進する必要があるというもの

になります。 

評価指標（目標値）の内の一部は、行政以外の他主体の活動・生活様式の

影響を多分に受けるものも含まれるため、再意見として挙げられている

「当実施計画を達成しても目標達成できない」は、他主体の活動を要する

という面で、正しいものであり、第 3次環境基本計画における推進体制図

においても同様のことを示していると考えます。 

当実施計画の作成にあたっては、前回答に示したとおりの過程を経てお

り、（素案の段階ではありますが）各課担当者は環境基本計画に目を通し

た上で、実施計画を作成しています。質問(33)に係る再質問・意見への回

答にも示すとおり、各事務事業は施策方針・取組の方向性に合致したもの

であり、議論が欠落しているとは思いません。 

 

●質問(39) 

第 3次飯塚市環境基本計画の目標値がどの程度達成されているのかモニター

するしくみはありますか（毎月、3か月、6か月、1年毎等、定期的に達成率

が公表されるしくみ）？ 

⇒【回答】 

各基本目標中の施策方針ごとに設定している評価指標の達成状況について

は、毎年の年次報告書において公表する予定です。年次報告書については、

同年度の事務事業の実施状況と併せて、当審議会における議題とする予定で

す。 

なお、設定している評価指標のうち、基本目標Ⅰ）施策方針②に定める「市

民の『自然とふれあうための景観要素や場所の整備』に対する満足度」と、

基本目標Ⅱ）施策方針②に定める「市民の『マナー、モラルに関する大人の

意識改革』の不満度」については、アンケート等による市民意識調査を行う

必要があります。調査及び集計業務には、別途事業として予算計上を要する

ため、これら 2つの評価指標については毎年の報告・公表は行わず、計画の

中間見直し時期等に調査を行いたいと考えています。 
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令和3年度第5回環境審議会　議題(1)資料
第2次飯塚市環境基本計画　令和3年度実施状況（経過報告）

基
本
目
標

環境目標 取組の方向性 事業名（見直後） 内容（見直後）
実
施
中

5
年
以
内
実
施

10
年
以
内
実
施

担当課
令和3年度実施状況（途中経過）

※令和3年12月末時点での実施状況
【参考】令和3年度実施計画

買い物袋（マイバッ
グ）持参運動の促進

ホームページ・市報掲載により、買い物
袋（マイバッグ）持参運動の普及・広報
を行います。

● → → 環境整備課

10月のふくおかプラごみ削減キャンペーンに併せ
て市内各所にマイバッグ推進ポスター掲示を行い
ました。
ホームページへの掲載は未だ行えておりません
が、市報191号（2月号）にてマイバッグに関する
コラムの掲載を行う予定です。

ホームページ等に掲載し、啓発を行います。

生ごみ処理方法の
普及促進

生ごみ処理容器等を用いた処理・活用
方法を広報し、生ごみの減量化・資源
化を進めます。

● → → 環境整備課

6月の環境月間において啓発ポスターの掲示は展示
スペースの問題により行うことができなかったた
め、市ホームページにおいて家庭ごみの削減方法
に関する記事を掲載し、生ごみの減量化・資源化
の普及・啓発を行っております。

ホームページや6月の環境月間での啓発ポスター掲
示など、生ごみ処理器等の活用方法に関する情報
提供を行い、生ごみの減量化・資源化の普及・啓
発を行います。

エコ工房での各種講座や市役所窓口
において、生ごみの減量化及び食品ロ
ス削減に向けて、生ごみの水切りや食
べ残し削減に関する啓発を行います。

● → → 環境整備課

新型コロナウイルス感染症対策としてエコ工房内
の調理室が利用禁止となっているため、関連講座
については１回も開催できておりませんが、市内
各所にて食品ロス削減推進ポスターの掲示を行
い、食品ロス削減推進の啓発を行っております。
また、30・10運動啓発用ポケットティッシュを各
課窓口や市施設、イベント等で配布することで食
品ロス削減推進に関する啓発を行う予定です。

エコ工房での各種講座を16回開催します。また、
食品ロス削減推進に関する啓発を行います。

各種講座や研修会において、生ごみの
減量化及び食品ロス削減に向けて、生
ごみの水切りや食べ残し削減に関する
啓発を行います。

● → → 健幸保健課

食生活改善推進員養成講座や食生活改善推進員研
修会の中で、エコクッキングの啓発（地産地消、
作りすぎない、買いすぎない、無駄なく使う、手
順を考えエネルギーロスしないなど）や食品ロス
削減の啓発を行いました。

食生活改善推進員養成講座や食生活改善推進員研
修会の中で、エコクッキングを啓発します。

学校及び各家庭において食べ残しを出
さないよう指導を行い、生ごみの減量
化及び食品ロス削減を啓発します。

● → → 学校教育課
給食指導や学級活動で食べ残しを出さない指導、
家庭科で無駄のない材料の買い方や使い方につい
て指導しています。

給食指導や学級活動で食べ残しを出さない指導、
家庭科で無駄のない材料の使い方について指導し
ます。

ごみ減量に関する
啓発や情報の提供

ごみ減量に関する啓発教材により、情
報の提供を行います。

● → → 環境整備課

市ホームページにおいて「ごみ分別ゲーム」の周
知を行っています。また、環境整備課窓口にて
『飯塚市「家庭ごみ」の分け方・出し方（簡易
版）』の配布を行っております。

「ごみ分別ゲーム」の周知を行い、実施拡大によ
る啓発を実施します。『飯塚市「家庭ごみ」の分
け方・出し方（簡易版）』を配布します。

施設見学会の実施
クリーンセンター施設見学を行い、ごみ
減量意識の向上を図ります。

● → → 環境対策課 11小学校770名の見学受入れを行いました。
クリーンセンター施設見学を行い、ごみ減量意識
の向上を図ります。

Ⅰ
循
環
型
社
会
の
形
成

ごみの発生抑
制のための取
組の普及

生ごみ減量化運動・
食品ロス削減の普
及・啓発

ごみ減
量化
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令和3年度第5回環境審議会　議題(1)資料
第2次飯塚市環境基本計画　令和3年度実施状況（経過報告）

基
本
目
標

環境目標 取組の方向性 事業名（見直後） 内容（見直後）
実
施
中

5
年
以
内
実
施

10
年
以
内
実
施

担当課
令和3年度実施状況（途中経過）

※令和3年12月末時点での実施状況
【参考】令和3年度実施計画

デポジット制度の有
効性に関する情報
発信

製品価格に一定のデポジット（預託金）
を上乗せして販売し、使用後の容器返
却時に預託金を返却することで容器回
収を促進させる「デポジット制度」の有
効性や活用方法に関する情報を提供・
発信します。

● → 環境整備課

新型コロナウイルス感染症の影響により環境イベ
ント等の実施が困難であったため、環境イベント
等での情報発信には至っておりませんが、市の
ホームページにて周知を行っています。

環境イベント等において、ごみ分別・減量、資源
の再利用として、デポジット制度と類似する資源
回収に関する情報発信を行います。

事業者に対する指
導

ごみの適正排出について訪問及びチラ
シの配布により、事業者を指導します。

● → → 環境対策課

不適正な排出を行っている事業者を訪問し指導を
行いました。不適正な排出を行った事業者数は約
251件です。前年度より増加傾向にあります。ま
た、違反ごみの内容は、家庭用ごみ袋での排出、
一回の排出が多量である場合の収集運搬方法、排
出箇所の不適正が主なものとなります。

ごみの適正排出について訪問及びチラシの配布に
より、事業者を指導します。

ごみの分け方・出し
方の作成・配布

「家庭ごみの分け方・出し方」、「事業ご
みの分け方・出し方」を作成・配布しま
す。

● → → 環境対策課
本庁・各支所・各交流センター等で配付を行いま
した。

「家庭ごみの分け方・出し方」「事業ごみの分け
方・出し方」を作成・配布します。

ごみ出しルールの啓
発

自治会や公民館を通じて、ごみ出し
ルールの徹底を図ります。

● → → 環境対策課
市報（10月1日号）にてごみ出しルールの啓発を行
いました。

自治会や交流センターを通じて、ごみ出しルール
の徹底を図ります。

環境美化活動の促
進

まちづくり協議会等による環境美化活
動を促進します。

● → → 環境整備課

まちづくり協議会への環境美化活動の呼びかけは
できていません。しかし、市ホームページや市報
などにて環境美化活動の呼びかけを行っておりま
す。

まちづくり協議会等に環境美化活動の呼びかけを
行います。

産業廃棄物の適正
処理

産業廃棄物の不適正処理や不法投棄
を防止するため、関係機関と連携して、
事業者を指導します。

● → → 環境整備課

産業廃棄物に関して、県関係課と連携して苦情等
の対応及び、事業者への指導を行いました。
苦情対応件数　　　：5件
事業者への指導件数：5件

産業廃棄物に関して、県と連携して苦情等の対
応、指導を行います。

産業廃棄物の適正
処理

産業廃棄物の不適正処理や不法投棄
を防止するため、関係機関と連携して、
事業者を指導します。

● → → 環境対策課

環境対策課として、指導すべき事案がある場合は
指導を行っています。産業廃棄物の処理等の指導
は基本、県が担当部署になっております。事業所
から排出される廃棄物が一般廃棄物か産業廃棄物
かの問合せには回答していますが、排出された産
業廃棄物の処理指導は、保健所等に報告・相談
し、県から指導を行っています。

産業廃棄物の不適正処理や不法投棄を防止するた
め、関係機関と連携して、事業者を指導します。

Ⅰ
循
環
型
社
会
の
形
成

Ⅰ
循
環
型
社
会
の
形
成

ごみの発生抑
制のための取
組の普及

不法投棄防止
のための美しい
環境整備

ごみ減
量化

ごみ出しルール
の徹底

不法投棄防止
のための美しい
環境整備

ごみ減
量化
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第2次飯塚市環境基本計画　令和3年度実施状況（経過報告）
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担当課
令和3年度実施状況（途中経過）

※令和3年12月末時点での実施状況
【参考】令和3年度実施計画

● → 環境整備課

新型コロナウイルス感染症対策として「ごみ分別
ゲーム」は行っておりません。しかし、環境整備
課窓口にて『飯塚市「家庭ごみ」の分け方・出し
方（簡易版）』の配布を行い、ごみの減量・再資
源化に関する啓発を行っております。

「ごみ分別ゲーム」の実施や『飯塚市「家庭ご
み」の分け方・出し方（簡易版）』を配布し、ご
みの減量・再資源化に関する啓発を行います。

● → 環境対策課
市報（10月1日号）にてごみ出しルールの啓発を行
いました。

廃棄物の減量及び処理適正化等に関する条例に基
づき、ごみの排出抑制・再資源化や市民への広
報・啓発を行います。

● → 環境整備課

新型コロナウイルス感染症対策として、各種啓発
イベントが中止となっているため、出前講座や環
境イベントなどでの周知・啓発は行えずにいます
が、窓口にてラミネート加工の注意書きを希望す
る市民に配布することにより、ポイ捨て禁止に関
して周知・啓発を行っております。

ポイ捨て禁止モデル地区として特定地区を設定せ
ずに出前講座や環境イベント等で市全域での周
知・啓発を実施します。

● → 環境対策課
不法投棄が頻繁に起こる12箇所に看板を設置しま
した。

ポイ捨て禁止に関して周知・啓発を推進し、ポイ
捨て禁止モデル地区を検討・設定します。

監視パトロールの強
化

関係機関との連携により、監視パトロー
ルを強化します。

● → → 環境対策課
飯塚地区管内については直営班、4支所管内につい
てはシルバー人材センターに委託し、パトロール
を実施しています。

継続して、関係機関との連携により、監視パト
ロールを行います。

監視カメラ・不法投
棄防止看板の設置

不法投棄多発地点に監視カメラや不法
投棄防止看板を設置します。

● → → 環境対策課
不法投棄が頻繁に起こる12箇所に看板を設置しま
した。

不法投棄多発地点に関しカメラや不法投棄防止看
板を設置します。

● → 環境整備課
ボランティア清掃の実施を希望する個人・団体に
ボランティア袋を配布しており、地域での一斉清
掃を促進しております。

ボランティア袋を配布し、その配布状況から地域
単位で一斉清掃を支援し、環境づくりを進めま
す。

● → 環境対策課
ごみゼロの日を設定して、環境整備課と協力し、
地域自治会や事業所等への周知を行い、参加を呼
びかけました。

地域での一斉清掃を促進し、ごみを捨てさせない
環境づくりを進めます。

環境配慮市民、
事業所の表彰
制度の創設と運
用

ごみ拾いボランティ
アの紹介

ボランティアでごみ拾いを実施している
事例を広報等で紹介し、啓発します。

● → 環境整備課
現時点では、市ホームページやエコスタいいづか
での活動紹介は実施できておりません。

市ホームページやエコスタいいづかでの活動紹介
を行います。

Ⅰ
循
環
型
社
会
の
形
成

不法投棄防止
のための美しい
環境整備

ごみ減
量化

一般廃棄物の適正
処理

一斉清掃の実施
地域での一斉清掃を促進し、ごみを捨
てさせない環境づくりを進めます。

廃棄物の減量及び処理適正化等に関
する条例に基づき、ごみの排出抑制・
再資源化や市民への広報・啓発を行い
ます。

ポイ捨て禁止モデル
地区の検討

ポイ捨て禁止に関して周知・啓発を推
進し、ポイ捨て禁止モデル地区を検討・
設定します。

市民一斉ごみ
拾い日等、市民
参画の促進
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施

担当課
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※令和3年12月末時点での実施状況
【参考】令和3年度実施計画

● → → 環境整備課

ペットボトルキャップ回収事業について、市ホー
ムページやいいづか環境会議会報にて紹介を行っ
ております。また、回収団体数は1団体増加してい
ます。
新型コロナウイルス感染症対策として「ごみ分別
ゲーム」は行っておりません。
令和3年12月末現在、エコ工房にてエコ講座を51回
開催しました。

ペットボトルキャップ回収事業における回収団体
数を拡充し回収量を増やします。「ごみ分別ゲー
ム」の実施拡大による啓発を行います。『飯塚市
「家庭ごみ」の分け方・出し方（簡易版）』を配
布します。エコ工房でのエコ講座を100回以上開催
します。環境イベントなどで市民に啓発を行いま
す。

● → → 環境対策課
分別できていないごみ袋が排出された地域にチラ
シを配付し、啓発を行いました。

環境イベントにより、リサイクルの目的やごみ分
別（特に紙ごみの資源としての分別）の必要性・
方法などを市民に啓発します。

ごみ分別・リサイク
ルの啓発

リサイクルの目的やごみ分別の必要
性・方法などを市民に理解しやすい内
容で啓発します。また、学校では廃棄
物の再利用・リサイクルに取り組むとと
もに、循環型社会づくりにむけた学習を
行います。

● → → 学校教育課

社会科、総合的な学習の時間、家庭科等におい
て、ごみ分別の必要性やリデュース・リユース・
リサイクル、消費などを取り上げ、持続可能な社
会に向けた学習を行っています。

社会科、総合的な学習の時間、家庭科等におい
て、ごみ分別の必要性やリデュース・リユース・
リサイクル、消費などを取り上げ、持続可能な社
会に向けた学習を行います。

分別の細分化の検
討

環境施設等広域化に関する任意協議
会の協議結果を経てから、改めて分別
の細分化を検討します。

● 環境対策課

平成31年4月に飯塚市・嘉麻市・桂川町・小竹町の
環境施設を一元的に管理する「ふくおか県央環境
広域施設組合」が設立され、今後の施設の利活用
等を協議しており、合わせて検討を行う予定で
す。

環境施設等広域化に関する任意協議会の協議結果
を経てから、改めて分別の細分化を検討します。

資源回収に対する
補助と指導

資源回収団体に対する補助を行うとと
もに、活動のない団体への呼びかけを
行います。

● → → 環境整備課

資源回収団体奨励補助金の交付を継続して行って
おり、今年度は3団体が新規で活動を開始していま
す。さらに、8月には、2年以上活動のない団体に
対し、活動再開の依頼を行っております。

資源回収団体に対する補助を行うとともに、活動
のない団体への呼びかけを行います。

● → → 契約課
8月に飯塚市環境物品調達方針を見直し、環境物品
調達について推進、指導を行いました。

庁内の事務事業におけるグリーン購入を徹底する
ため、飯塚市環境物品調達方針を策定し、職員並
びに事業者のグリーン購入を啓発します。

● → → 環境整備課
市報の環境コラム及び市ホームページで市民や事
業者へグリーン購入を推進するための周知・啓発
を行いました。

市ホームページで市民や事業者へグリーン購入を
進めるための啓発を行います。

Ⅰ
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型
社
会
の
形
成

リサイクル率向
上のための施
策

分別の
徹底

リサイクル率向
上のための施
策

分別の
徹底
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循
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型
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の
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成

環境イベントにより、リサイクルの目的
やごみ分別（特に紙ごみの資源として
の分別）の必要性・方法などを市民に
啓発します。

グリーン購入の推進
飯塚市環境物品調達方針に基づき、グ
リーン購入を進めるとともに、市民や事
業者のグリーン購入を啓発します。

ごみ分別・リサイク
ル推進によるごみ減
量化への普及啓発
事業
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● → → 土木建設課

事業の実施については、再生材(クラッシャーラ
ン、舗装合材等)を計上し、リサイクルの推進を図
り、各種環境型製品についても積極的に導入しま
した。

事業における使用材料は再生材及び各種環境型製
品を使用します。

● → → 農業土木課
公共事業において建設副産物のリサイクルや資
材・設備への環境配慮型製品の導入を実施設計に
組み込んで実施しています。（2件）

公共事業における建設副産物のリサイクルや資
材・設備への環境配慮型製品の導入を実施設計に
計上します。

● → → 建築課

公共工事における建設副産物については、リサイ
クル（中間処理）に努めており、資材等について
は環境配慮型製品（再生製品）の導入を行いまし
た。今後も引き続きリサイクルの取り組み、環境
配慮型製品の導入について可能な限り進めていき
ます。

公共事業における建設副産物のリサイクルや資
材・設備への環境配慮型製品の導入を進めます。

フリーマーケットや
バザー、エコ工房事
業の拡大

誰でも参加しやすいフリーマーケットや
バザー、エコ工房事業を拡大します。

● → → 環境整備課

コロナ禍の影響により、エコ工房まつりは開催で
きませんでしたが、子ども服・おもちゃ交換会を
10回実施しています。（12月末時点）
また、展示ホール内にぷちフリーマーケットを常
設しています。

エコ工房でフリーマッケットや子ども服・おも
ちゃの交換会、ぷちフリーマーケットを実施しま
す。

拠点ボックスの
さらなる活用

拠点回収ボックスの
利用促進

拠点回収ボックスを周知するとともに、
有効に活用されるための方策を検討し
ます。

● → → 環境対策課
市報（2月1日号）にて市民への周知を実施予定で
す。

拠点回収ボックスを周知するとともに、有効に活
用されるための方策を検討します。

リサイクル率向
上のための施
策

分別の
徹底

Ⅰ
循
環
型
社
会
の
形
成

公共事業におけるリ
サイクルの推進

公共事業における建設副産物のリサイ
クルや資材・設備への環境配慮型製品
の導入を進めます。
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水辺教室を開催するなど、様々な場面
で生活排水への意識向上を図ります。

● → → 環境整備課

4月25日（日）に遠賀川河川敷（旧目尾小学校近
く）「目尾水辺の里」にて水生生物観察会を行い
ました。メダカ、カマツカなどの魚、カエルや水
生昆虫を捕まえて観察しました。
9月4日（土）実施予定の観察会については、新型
コロナウイルス感染症の影響により中止いたしま
した。

エコ工房での水生生物観察会を実施します。

市施設での料理教室における啓発な
ど、様々な場面で生活排水への意識向
上を図ります。

● → → 健幸保健課

食生活改善推進員養成講座では、『水質汚染を防
ぐ努力を』として、調理器具に残った油等は古布
などでぬぐい直接洗わない事や、作り過ぎない
（余り物の汁で水質汚染になる）、洗剤などを使
いすぎないなどの啓発を行いました。食生活改善
推進員研修会では計量して作ることで、作り過ぎ
ない事を実践しました（食べ残りを流しに捨てな
いことで、水質汚染を予防）。10月には防災メ
ニューの湯煎調理を行い、ビニール袋での調理法
を実習しました。

食生活改善推進員養成講座や食生活改善推進員研
修会の中で、生活排水対策のための普及活動を啓
発します。

学校での水質汚濁に関する授業や子
ども達の河川水質保全活動への積極
的な参加の促進など、教育の場面で生
活排水への意識向上を図ります。

● → → 学校教育課

社会科や総合的な学習の時間、家庭科の学習にお
いて生活排水について学習しています。今年度
は、新型コロナ感染症対策のため、企業局による
出前講座は行われていません。

社会科や総合的な学習の時間、家庭科の学習にお
いて生活排水について学習します。企業局による
出前講座により、河川水質保全に向けての意識を
高めます。

農薬・化学肥料の適
正使用の促進

農薬や化学肥料の適正使用について、
農協への指導、通知を行います。

● → → 農林振興課
福岡県からの通知は、同時に農協にも通知されて
いたため、市は窓口でのポスター掲示、チラシの
配布にて適正使用を促進しています。

福岡県からの適正使用通知について、農協と情報
共有を図り、農薬の適正使用を促進します。

水質管理体制の強
化

汚水を排水するおそれのある事業所の
把握に努めるとともに、違反した場合は
厳重に指導します。

● → → 下水道課
特定施設における年２回の水質検査のうち、1回目
の水質検査を実施し、異常ありませんでした。

公共下水道へ悪質汚水を排水する恐れのある事業
所の把握に努めるとともに、違反した場合は厳重
に指導します。

小規模施設の監視・
指導

市民からの苦情・相談に対応するた
め、法令に該当しない小規模施設に関
する現場確認・指導を適切に実施しま
す。

● → → 環境整備課
市民からの苦情・相談に対応し、関係機関と連携
して指導を行いました。
【相談件数及び指導件数：1件】

市民からの苦情・相談に対応し、関係機関と連携
して指導を行います。

Ⅱ
自
然
と
の
共
生

Ⅱ
自
然
と
の
共
生

河川等
水質の
改善

排水の指導と意
識啓発

河川等
水質の
改善

生活排水対策のた
めの普及活動の推
進

排水の指導と意
識啓発
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令和3年度第5回環境審議会　議題(1)資料
第2次飯塚市環境基本計画　令和3年度実施状況（経過報告）

基
本
目
標

環境目標 取組の方向性 事業名（見直後） 内容（見直後）
実
施
中

5
年
以
内
実
施

10
年
以
内
実
施

担当課
令和3年度実施状況（途中経過）

※令和3年12月末時点での実施状況
【参考】令和3年度実施計画

公共下水道整備の
推進

飯塚市汚水処理基本構想に基づき、公
共下水道整備を推進します。

● → → 下水道課
汚水管渠工事及び面整備管渠工事を実施中であ
り、計画通りに工事が進んでいます。

庄司地区（2.86ha）、伊川地区（2.39ha）の汚水
整備を計画しています。

公共下水道へ接続
による水洗化の普
及促進

市報や冊子による啓発を行うとともに、
戸別訪問により、公共下水道接続の普
及促進を図ります。

● → → 下水道課
計画通りにホームページへの掲載のほか、9月の下
水道月間にあわせ、市報への掲載及び横断幕を本
庁に設置しました。

市報、ホームページへの掲載、懸垂幕を本庁舎に
設置し啓発を図ります。戸別訪問、啓発チラシ配
布により、公共下水道接続の普及促進を図りま
す。

農業集落排水事業
の推進

公共下水道未整備地域にある農業集
落排水処理施設の維持管理を行いま
す。

● → → 農林振興課 農業集落排水施設の維持管理に努めています。
新規事業予定はありませんが、Ｒ元年度に策定し
た最適整備構想に基づいた適正な維持管理を行い
ます。

浄化槽の設置に対
する補助

浄化槽の設置に対する補助金交付を
行います。

● → → 企業管理課
浄化槽設置整備事業補助金を交付しています。
【161件補助金交付予定（うち56件既交付済）】

浄化槽設置整備事業補助金を交付します。

廃食用油の資
源としての活用

廃食用油のリサイク
ル

廃食用油回収の拡大及び、公用車での
BDF利用を継続実施するとともに、利用
用途の拡大を研究します。

● → → 環境整備課
市ホームページやいいづか環境会議会報にて廃食
用油回収に関する広報を行い、廃食用油回収量の
増加を図っております。

廃食用油の回収量増加のため、市ホームページや
広報いいづかにおいて活動内容の広報を行いま
す。

● → → 環境整備課

自然環境体験教室を10回開催しています。（12月
末時点/コロナ禍及び悪天候による中止：8回）
エコ工房において水生生物観察会を1回実施してい
ます。（コロナ禍の影響による中止：1回）

市内各所で自然環境体験教室を22回開催します。
エコ工房で関連講座を2回開催します。

● → → 生涯学習課
【生涯学習ボランティアネットワーク】
〇野鳥観察（0回）
○星座鑑賞（2回）

【生涯学習ボランティアネットワーク】
〇野鳥観察（2回）
○星座鑑賞（24回）

● → 学校教育課
学校の実態に応じて社会科や総合的な学習の時
間、校外学習において指導しています。

学校の実態に応じて社会科や総合的な学習の時
間、校外学習において指導します。

河川の浄化対策
関係団体と連携して、石や竹炭を利用
した河川浄化対策を進めます。

● → 環境整備課
関係団体(飯塚川づきあい交流会）と河川の浄化対
策等について情報の共有に努めております。

河川浄化対策を行っている関係団体（川づきあい
交流会）と情報の共有を行っていきます。

水質浄化実験に基
づく有効な対策の活
用

公園の池などを利用して水質浄化実験
を行い、有効な対策は水質浄化に活用
します。

● 環境整備課
新型コロナウイルス感染症の影響により、いいづ
か環境会議と連携した水質調査は実施できており
ません。

水質調査を毎月行います。

Ⅱ
自
然
と
の
共
生

森や川
の保全

下水道普及率
（接続率）の向
上と未整備区域
への対応

河川等
水質の
改善

森や川の回復
や保全、適正な
保護

市民が現地の自然環境をみて気づく機
会を増やし、自然環境保全意識の向上
を図ります。

自然を学ぶ機会の
充実
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令和3年度第5回環境審議会　議題(1)資料
第2次飯塚市環境基本計画　令和3年度実施状況（経過報告）

基
本
目
標

環境目標 取組の方向性 事業名（見直後） 内容（見直後）
実
施
中

5
年
以
内
実
施

10
年
以
内
実
施

担当課
令和3年度実施状況（途中経過）

※令和3年12月末時点での実施状況
【参考】令和3年度実施計画

適切な森林の管理・
保全

森林の有する水源涵養、山地災害防
止、快適環境形成機能、生物多様性保
全及び木材等生産の多面的機能を総
合的かつ高度に発揮させるため、機能
に応じた適正な森林整備の実施や森林
の保全の確保により健全な森林資源の
維持造成を推進します。

● → → 農林振興課
荒廃森林特定調査を402.30ha実施予定。森林所有
者と協定を結んだ森林100.00haを間伐予定。

福岡県環境税事業を活用し、15年以上手入れがさ
れず荒廃した（荒廃するであろう）人口林（ス
ギ・ヒノキ）に強度間伐等の施業を行い、公益的
機能を発揮できる森林に整備します。その他、実
施可能な補助事業について検討します。

遠賀川流域の環境
の保全

遠賀川流域の自治体と連携して、環境
の保全を進めます。

● → → 環境整備課

出水期前の「春の遠賀川一斉清掃」については、
新型コロナウイルス感染症の影響により、各団体
の活動が中止となりました。秋の「ふくおか川の
大掃除」についても中止又は規模縮小により支援
には至っておりません。

遠環協と連携して出水期前の「春の遠賀川一斉清
掃」の取組を実施します。秋には、「ふくおか川
の大掃除」に併せて、河川清掃団体の支援を実施
します。

他県の産業廃棄物
受け入れ停止の要
望

県に対して他県の産業廃棄物受け入
れの停止について要望を検討します。

● → 環境整備課

産業廃棄物に関し、不適正処理等が疑われる場合
などは、県関係課（嘉穂鞍手保健福祉環境事務所
等）と連携し、事業者への指導等を行うようにし
ております。

県に対して他県の産業廃棄物受け入れの停止につ
いて要望を検討します。

荒廃林対策
森林環境税の活用などにより、荒廃し
た人工林の再生を進めます。

● → → 環境整備課
新型コロナウイルス感染症の影響により、各団体
の活動が中止又は規模縮小となり、支援には至っ
ておりません。

活動中の環境団体との連携により、人工林の再生
活動の支援を図るとともに、活動情報を広報し、
活動の拡がりを推進します。

地域政策としての農
業の振興

農地の多面的機能を発揮させるための
農業の振興を図ります。

● → → 農林振興課

多面的機能支払交付金事業、中山間地域等直接支
払交付金事業、環境保全型農業直接支援対策事業
の実施により、農地の多面的機能を発揮させる取
り組みを実施しています。【取組組織数　(多面
的)33組織、(中山間)12組織、(環境保全)14組織】

多面的機能支払交付金事業、中山間地域等直接支
払交付金事業、環境保全型農業直接支援対策事業
の実施により、農地の多面的機能を発揮させる取
り組みを実施します。

森林の保全・農業の
振興

森を守る団体活動の広報支援等を通じ
て、森林や農地の多面的機能を発揮さ
せるための森林の保全・農業の振興を
進めます。

● → → 環境整備課
新型コロナウイルス感染症の影響により、各団体
の活動が中止又は規模を縮小した実施となり、広
報等の支援には至っておりません。

森林保全団体の活動に対し、広報等実施します。

Ⅱ
自
然
と
の
共
生

森や川
の保全

森や川
の保全

Ⅱ
　
自
然
と
の
共
生

森や川の回復
や保全、適正な
保護

森や川の回復
や保全、適正な
保護

里地・里山の保
全
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令和3年度第5回環境審議会　議題(1)資料
第2次飯塚市環境基本計画　令和3年度実施状況（経過報告）

基
本
目
標

環境目標 取組の方向性 事業名（見直後） 内容（見直後）
実
施
中

5
年
以
内
実
施

10
年
以
内
実
施

担当課
令和3年度実施状況（途中経過）

※令和3年12月末時点での実施状況
【参考】令和3年度実施計画

自然環境保全条例
に基づく指導

自然環境保全条例に従った適正な開
発を指導します。

● → → 環境整備課

今年度は、12月末までに当該条例に該当する事業
の届出（変更を含む）が3件あり、条例に基づく手
続きのほか、関係機関の許可要件等を遵守するよ
う指導しました。また、継続中の事業について
も、事業者に対し適宜必要な指導を行っておりま
す。

自然環境に重大な影響を及ぼす不適正な事業活動
を防止するため、飯塚市自然環境保全条例に基づ
き、監視・指導を行います。

公共事業における
環境配慮の推進

公共事業を行う際、環境に配慮しなが
ら推進します。

● → → 土木管理課
令和3年8月豪雨で被災した箇所について、令和3年
度に環境型ブロックにて施工予定です。(3箇所予
定）

河川工事において環境に配慮した事業を実施しま
す。

直売所の適正な維
持管理に関する支
援

地元産の農産物や製品などを販売する
直売所の適正な維持管理、運営を支援
します。

●
庄内支所経済建設
課

庄内農産物直売所については、平成２３年度から
指定管理を廃止し、民間団体が運営・維持管理を
行っているため、事業の実施がありません。加工
所については直営で管理を行っており、加工所で
作成した製造した製品（豆腐、弁当等）を直売所
で販売を継続して行っています。

【頴田支所経済建設課】
直売所閉鎖のため、実施なし。

【庄内支所経済建設課】
地元産の農産物や製品などを販売する直売所の適
正な維持管理、運営を支援します。

自然とのふれあいに
関する副読本の作
成・充実

大学や地元専門家と協力して自然との
ふれあいに関する副読本を作成し、適
宜見直し・充実を行います。

● → 環境整備課
自然体験プログラムの開催を通じ、地元専門家の
協力を得て市内各地の公園に生息する動植物につ
いての情報収集を行っています。

関係機関及び専門家、研究者とのネットワークを
構築し、情報収集を行います。

自然とのふれあいの
場、機会の充実

自然とのふれあいに重点をおいた環境
整備を進めます。

● → → 都市計画課
「美しい水と緑のオアシス飯塚」の実現に向け、
飯塚市緑の基本計画に基づく効率的・効果的な公
園づくり等を進めます。

「美しい水と緑のオアシス飯塚」の実現に向け、
飯塚市緑の基本計画に基づく効率的・効果的な公
園づくり等を進めます。

花いっぱい推進事
業の拡大

ボランティア団体との協力により、花
いっぱい推進事業の取組を広げていき
ます。

● → → 都市計画課
花いっぱいの街を目指し、引き続き花いっぱい推
進協議会等と協働にて事業の展開を図ります。

花いっぱいの街を目指し、引き続き花いっぱい推
進協議会等と協働にて事業の展開を図ります。

森や川
の保全

Ⅱ
　
自
然
と
の
共
生

農村部と都市部
との交流を図る
取組

自然とふれあう
ための景観要
素や場所の整
備

農村と
市街地
との交
流と地
産地消
の推進

開発時の適正
な評価と保全措
置
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令和3年度第5回環境審議会　議題(1)資料
第2次飯塚市環境基本計画　令和3年度実施状況（経過報告）

基
本
目
標

環境目標 取組の方向性 事業名（見直後） 内容（見直後）
実
施
中

5
年
以
内
実
施

10
年
以
内
実
施

担当課
令和3年度実施状況（途中経過）

※令和3年12月末時点での実施状況
【参考】令和3年度実施計画

● → → 農林振興課

新型コロナウイルス感染症の影響のため、小学校4
校のうち3校が実施できなかったものの、1校のみ6
月に田植え、10月に稲刈りの農業体験学習を実施
しました。

農業体験学習（実習田）を実施予定です。
（小学校4校予定)

● → → 学校教育課

農林振興課の農業体験学習の実施予定４校のう
ち、３校が新型コロナ感染症対策のため実施を取
りやめ、１校実施しています。学校での活動とし
て米作りを３校が実施しています。

農林振興課より農業体験学習を実施予定（４校）
です。

学校等における地
場食材の利用促進

生産者、農協、流通事業者等と連携し、
小中学校や幼稚園、保育所での地場
食材の利用を促進します。

● → → 農林振興課
学校給食会議において、旬の地場食材の利用につ
いて関係機関と連絡調整を行い、利用量の増加に
努めています。

学校等での地場食材の利用量の増加を目指しま
す。

学校等における地
場食材の利用促進

生産者、農協、流通事業者等と連携し、
幼稚園、保育所での地場食材の利用を
促進します。

● → → 子育て支援課

各保育所・こども園の給食での地場食材の占める
割合を毎月調査し、公立保育所・こども園（６
園）での統計も出しています。各園の食材納品業
者には地場食材の納品をお願いしました。

各保育所・こども園の給食での地場食材の占める
割合を毎月調査し、公立保育所・こども園（６
園）での統計も出し、保育所・こども園での地場
食材の利用を促進します。

学校等における地
場食材の利用促進

生産者、農協、流通事業者等と連携し、
小中学校での地場食材の利用を促進し
ます。

● → → 学校給食課

農協、農林振興課と地場農産物使用を推進するた
めの会議を1回開催し、学校給食への地場農産物利
用促進を図っております。
また、地場農産物を使用したテーマ献立を毎月実
施しています。

農協、農林振興課と地場農産物使用を推進するた
めの会議を定期的に開催し、学校給食への地場農
産物利用促進を図ります。
また、地場農産物を使用したテーマ献立を毎月実
施します。

農畜産物情報の提
供（食の安全）、地
産地消のPR

旬の農産物や農産物直売所等の情報
提供を行い、地産地消をPRします。

● → 農林振興課
新型コロナウイルス感染症の影響により各種イベ
ントが開催中止となったことから中止しておりま
す。

各種イベントでの地元農産物のPRを行います。

● → 環境整備課

自然体験プログラムの開催を通じての情報発信・
情報収集を行いました。また、地元専門家に協力
いただき作成した市内公園における生態分布図
「飯塚いきものマップ」を小学校4年生向けに配付
しました。

関係機関及び専門家、研究者とのネットワークを
構築し、情報収集を行います。
情報収集の後、市ホームページで広報を行いま
す。

● → 学校教育課
中学校理科において在来種の保全について指導し
ています。

中学校理科において在来種の保全について指導し
ます。

自然環境調査の実
施

自然観察会等を通じて、地元専門家等
と連携した定期的な現状把握と自然環
境調査を行い、在来種及び外来生物の
分布状況を記したマップ等を作成しま
す。

● → 環境整備課

自然体験プログラムの開催を通じて情報収集を行
い、市内公園における生態分布図「飯塚いきもの
マップ」の作成を行い、小学校4年生向けに配付を
行いました。

地元専門家の協力を得て、自然体験教室の開催を
通じて収集した情報をもとに、生態分布図を作成
します。

地産地消の活
性化による農業
の振興・食の安
全の確保

Ⅱ
自
然
と
の
共
生

Ⅱ
　
自
然
と
の
共
生

在来種の保全に関する情報等を提供
し、自然環境保全意識の向上を図りま
す。

農業体験学習の充
実

農村と
市街地
との交
流と地
産地消
の推進

生産者と協力し、米づくりを通じて水の
循環について学ぶ機会を提供します。

水質の改善と自
然配慮型への
再整備

地産地消の活
性化による農業
の振興・食の安
全の確保

在来種の保全に関
する普及啓発

農村と
市街地
との交
流と地
産地消
の推進

在来種
を保全
する活
動の実
践
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第2次飯塚市環境基本計画　令和3年度実施状況（経過報告）
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標

環境目標 取組の方向性 事業名（見直後） 内容（見直後）
実
施
中

5
年
以
内
実
施

10
年
以
内
実
施

担当課
令和3年度実施状況（途中経過）

※令和3年12月末時点での実施状況
【参考】令和3年度実施計画

● → 環境整備課

自然体験プログラムの開催を通じて情報収集・発
信に努め、市ホームページにおいてもオオキンケ
イギクやツマアカスズメバチ等の特定外来生物に
ついての情報発信を行いました。
また、9月に市内においてセアカゴケグモが発見さ
れた際には発見された現地の確認と駆除・消毒の
依頼を行い、チラシの配付等による注意喚起とと
もに市ホームページにおいて情報提供を行いまし
た。

市ホームページ等で啓発を行います。

● → 学校教育課
中学校理科において外来生物について指導してい
ます。

中学校理科において外来生物について指導しま
す。

学習会、現地観察
会の開催

専門家と協力して、外来生物に関する
学習会、現地観察会を行い、市民に正
しい知識と対応方法を啓発します。

● → 環境整備課

自然体験プログラムについては当初12月末までに
18回開催予定だったところ、コロナ禍や悪天候等
の影響により8回が中止となり、10回開催していま
す。

市内各所で自然環境体験教室を22回開催します。

緑のカーテン運
動の継続と拡充

緑のカーテンエコプ
ロジェクトの推進・拡
大

公共施設で緑のカーテンを実施し、市
民への普及啓発を行うとともに、苗を配
布し全市的な取組へと推進します。

● → → 環境整備課

市民向けに例年実施しているゴーヤの苗植え会は
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止
し、自宅や事業所で緑のカーテンの設置に取り組
んでいただけるよう、ゴーヤの苗配布会を実施
し、市民や事業所等に啓発を行いました。その結
果、155名の市民及び4か所の事業所より取組に関
する申込みがあり、配布を行いました。また、公
共施設等においても緑のカーテンの設置の呼びか
けを行ったことにより、エコ工房等の公共施設7か
所のほか、幼稚園、保育園及びこども園の7か所に
おいて緑のカーテンが設置されました。

事業の拡充と普及啓発を行います。

COOL　CHOICEの
取組

省エネ行動など、温暖化対策に資する
あらゆる「賢い選択」を促す国民運動で
あるCOOL CHOICEを行い、CO2排出
量を削減し、省エネに努めます。

● → → 環境整備課
庁内掲示板等を通じてクールビズの普及啓発を呼
びかけました。（クールビズ実施期間：5月～10
月）

クールビズ及びウォームビズの普及に努め、その
他の賢い選択（エコドライブや省エネ家電の推奨
等）を広報し省エネ対策の強化を図ります。

● → → 環境整備課
新型コロナウイルス感染症対策により、現時点で
は温暖化防止活動推進員等と連携した省エネ等に
関する出前講座は開催できておりません。

温暖化防止活動推進員等と連携し省エネなどに関
する出前講座等を児童・生徒向けに実施し意識啓
発を行います。

● → → 学校教育課

総合的な学習の時間、家庭科等において、エアコ
ンや暖房器具の適切な使用方法や太陽熱などの自
然の力の活用について指導し、省エネ行動の啓発
を行っています。

総合的な学習の時間、家庭科等において、エアコ
ンや暖房器具の適切な使用方法や太陽熱などの自
然の力の活用について指導します。

Ⅱ
自
然
と
の
共
生

地球温
暖化防
止の取
組の実
践

「入れない・捨て
ない・拡げない」
対策の徹底

身近な省エネ活動
への意識啓発

正しい情報の発信
市民に関心を持ってもらうため、外来生
物に関する様々な情報発信を行いま
す。

外来生
物対策
の実践

節電やエコドライブ、学校等における児
童・生徒の省エネ行動の促進など、温
暖化防止活動推進員や環境カウンセ
ラーなどと連携し身近な省エネの啓発
活動を行います。

省エネ行動の
普及・啓発

Ⅲ
低
炭
素
社
会
の
構
築
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基
本
目
標

環境目標 取組の方向性 事業名（見直後） 内容（見直後）
実
施
中

5
年
以
内
実
施

10
年
以
内
実
施

担当課
令和3年度実施状況（途中経過）

※令和3年12月末時点での実施状況
【参考】令和3年度実施計画

● →

【施設所管課】
防災安全課
公営競技事業所
環境整備課

【防災安全課】
LED防犯灯の設置による、省エネ設備の整備を行い
ます。（平成25年度より継続して実施）
令和3年度予定　　　：60灯
令和3年度10月末時点：46灯

【公営競技事業所】
LED照明への変更台数(4月～10月まで)…41台
※新規取付4台含む
＜内訳＞
オートレース場施設内：1台
競走会・選手関係施設(競争車保管庫等)：36台
競走路内：4台

【防災安全課】
LED防犯灯の設置による、省エネ設備の整備を行い
ます。（平成25年度より継続して実施）
令和3年度予定：60灯

【公営競技事業所】
レース場内の照明(蛍光灯)についてLED化を図りま
す。

● →
【施設所管課】
健幸都市推進課

現在、新体育館の建設を行っているが、照明にLED
を設置する等、省エネ性能の高い設備を導入する
予定としている。

【健幸・スポーツ課】
現在、新体育館の建設を行っているが、照明にLED
を設置する等、省エネ性能の高い設備を導入する
予定としています。

省エネ行動の
普及・啓発

公共施設等への省エネ性能の高い設
備を導入・整備します。

省エネ設備の導入

Ⅲ
低
炭
素
社
会
の
構
築

地球温
暖化防
止の取
組の実
践
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基
本
目
標

環境目標 取組の方向性 事業名（見直後） 内容（見直後）
実
施
中

5
年
以
内
実
施

10
年
以
内
実
施

担当課
令和3年度実施状況（途中経過）

※令和3年12月末時点での実施状況
【参考】令和3年度実施計画

防災研修の推進

出前講座等での講話や各種防災に関
する啓発等による防災研修の充実を図
り、水防活動や避難活動等を促し被害
を最小限に抑えます。

● 防災安全課
地域防災リーダー研修実績（12月末現在）
平日コース第2回終了（全3回）
休日コース第2回終了（全3回）

自治会等に出前講座等での講話や防災に関する啓
発を行います。
令和2年度に引き続き、飯塚市地域防災リーダー研
修を行います。昨年度までに参加が無かった自治
会には積極的に周知を図っていきます。（令和元
年度：57名認定(うち28年度受講者1名、30年度受
講者1名)

適応策の検討及び
導入

地球温暖化の緩和策とともに、適応（気
候変動の影響に対し自然・人間システ
ムを調整することにより、被害を防止・
軽減し、あるいはその便益の機会を活
用すること）策を検討・整理します。

● 環境整備課
健幸保健課が熱中症対策に関する情報提供を、防
災安全課が災害、減災対策の情報の提供を市ホー
ムページにて常時掲載し、周知しました。

適応策について、関係各課と協議・検討を行いま
す。

浸水対策事業の実
施

大雨による被害軽減・防止のため、浸
水対策事業を実施します。

● → →

【事業所管課】
土木管理課
土木建設課
農業土木課

【土木管理課】
河川護岸の改良を予定しています。(1箇所
L=38.0m）
水路の新設(2路線）集水マスの増設(8箇所）を予
定しています。

【土木建設課】
熊添川流域調整池新設事業外１０事業を取り組ん
でいます。

【農業土木課】
公共事業において建設副産物のリサイクルや資
材・設備への環境配慮型製品の導入を実施設計に
組み込んで実施しています。（2件）

【土木管理課】
河川・水路の改良及び道路側溝の改良により浸水
被害の軽減を行います。

【土木建設課】
排水路やポンプ場等の整備６事業の実施を計画し
ます。

【農業土木課】
大雨による被害軽減・防止のため、過去に浸水被
害をもたらした農業用施設周辺地域への浸水対策
事業を計画します。

耕作放棄地対策

災害防止や地球温暖化防止のため、
田に水をためるなど、休耕田や耕作放
棄地の有効利用（事業者とタイアップ）
を促進します。

● → 農林振興課 実施しておりません。 新規事業予定はありません。

透水性舗装導入の
検討

舗装改修工事の際、透水性の高い舗
装の使用を検討します。

● 土木管理課
開発申請18件に対し、雨水排水抑制の指導をしま
した。その内透水舗装施工は5件あり、その他は緑
地の設置等を計画しています。

開発申請に係る道路及び駐車場の整備において、
開発業者に対して透水性舗装の施工を行うよう指
導します。

バイオマスエネ
ルギー利用

木質バイオマスエネ
ルギー利用

放置竹林や、人工林や農地へ侵入して
いる竹を伐採して竹炭化し、エネルギー
としての活用を検討します。

● 環境整備課

2団体が市内で竹林整備活動を実施していることを
把握しています。今後は、当該団体の活動内容を
把握しながら、放置竹林の活用方法を検討しま
す。

竹林の整備を実施している活動団体の活動状況の
把握を行い、竹林の活用方法について検討しま
す。

地球温
暖化防
止の取
組の実
践

異常気象に伴う
災害等に備えた
雨水貯留タン
ク・雨水浸透枡
等の普及促進
など適応策の検
討

異常気象に伴う
災害等に備えた
雨水貯留タン
ク・雨水浸透枡
等の普及促進
など適応策の検
討及び導入

Ⅲ
低
炭
素
社
会
の
構
築

地球温
暖化防
止の取
組の実
践

Ⅲ
低
炭
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環境目標 取組の方向性 事業名（見直後） 内容（見直後）
実
施
中

5
年
以
内
実
施

10
年
以
内
実
施

担当課
令和3年度実施状況（途中経過）

※令和3年12月末時点での実施状況
【参考】令和3年度実施計画

太陽光発電システ
ムの市民への普及

家庭での太陽光発電システム設置補
助等を行います。

● 環境整備課
平成30年度から住宅用太陽光発電システム設置補
助金を廃止しましたので事業は実施しておりませ
ん。

平成30年度から住宅用太陽光発電システム設置補
助金を廃止しましたので事業計画はありません。

高効率給湯器等の
市民への普及

高効率給湯器等の有効性に関する情
報提供や広報を行います。

● 環境整備課

市ホームページの「家庭でできる地球温暖化防止
の取組」内において、買替等による削減の一例と
して高効率給湯器を紹介するほか、省エネ製品買
換えナビゲーション（しんきゅうさん）の情報を
提供しました。

市ホームページや環境イベントにおいて、情報提
供を行います。

公共施設への再生
可能エネルギー設

備等の導入

公共施設に、太陽光発電システムや太
陽熱温水器の設置を促進します。

● → →

【施設所管課】
まちづくり推進課
子育て支援政策
課・子育て支援
課

【まちづくり推進課】
二瀬交流センター改築の際に、再生可能エネル
ギー設備として、太陽光発電設備（容量10kW）を
屋上に設置します。令和2年10月に設置工事の契約
を締結し、令和3年8月に竣工しています。

【子育て支援政策課・子育て支援課】
筑穂保育所新園舎において太陽光発電システム
（容量10kW）を設置しました。令和4年度の移転開
所から稼働します。

【まちづくり推進課】
二瀬交流センターに、再生可能エネルギー設備と
して、太陽光発電設備（容量10kW）を屋上に設置
します。

【子育て支援政策課・子育て支援課】
令和2年度発注の筑穂保育所整備事業において、太
陽光発電システム（容量10kW）を3年度中に設置し
ます。

ホームページによる
削減量データの提
供

省エネへの取組によるCO２削減量や
金額等を、定期的に市民に向けて発信
します。

● → 環境整備課
ＣＯ２削減量について1月末までに市ホームページ
に掲載する予定です。

地球温暖化対策実行計画（事務事業編）における
目標達成状況を市ホームページに掲載します。

飯塚市役所の取組
とCO２削減量の公
表

行政の率先行動によるCO２削減量、省
エネ効果の定量的把握と取組成果を公
開し、市民、事業者へ働きかけます。

● → → 環境整備課
市役所内の省エネの取り組みについてホームペー
ジ上で公開し、また、ＣＯ２削減量について1月末
までに市ホームページに掲載する予定です。

地球温暖化対策実行計画（事務事業編）における
目標達成状況を市ホームページに掲載します。

見える化ツールの紹
介

市民、事業者に対する省エネナビ等の
各種システムやツールに関する情報提
供を行います。

● → 環境整備課
市ホームページで見える化ツールの情報を常時掲
載し、情報提供しました。

市ホームページ等により、各種システム等の情報
提供を行います。

環境活動レポートの
公表の推進

ISO14001やEA21の認証取得、CSRへ
の取組と活動レポートの公表を事業者
等に呼びかけます。

● → 環境整備課
令和3年6月に県主催のエコアクション21導入セミ
ナーに関する情報をホームページに掲載し、認証
取得を呼びかけました。

ISO14001やEA21の認証取得等に関する広報を行
い、環境活動に関する情報公表を呼びかけます。

学校での見える化
ツールの活用

エネルギーへの関心を深めるため、見
える化ツール導入施設において、環境
教育の一環として活用します。

● → → 学校教育課
社会科、総合的な学習、理科等において、地球温
暖化やエネルギーについて指導を行っています。

社会科、総合的な学習、理科等において、地球温
暖化やエネルギーについて指導を行います。

地球温
暖化防
止の取
組の実
践

太陽光発電シス
テム等の機器
導入による再生
可能エネルギー
利用普及

広報による、
CO2等削減状
況に関する情報
提供

省エネナビ等
「見える化」ツー
ルの学校等へ
の導入

温室効
果ガス
削減量
や省エ
ネ効果
の見え
る化

Ⅲ
低
炭
素
社
会
の
構
築

温室効
果ガス
削減量
や省エ
ネ効果
の見え
る化
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令和3年度第5回環境審議会　議題(1)資料
第2次飯塚市環境基本計画　令和3年度実施状況（経過報告）

基
本
目
標

環境目標 取組の方向性 事業名（見直後） 内容（見直後）
実
施
中

5
年
以
内
実
施

10
年
以
内
実
施

担当課
令和3年度実施状況（途中経過）

※令和3年12月末時点での実施状況
【参考】令和3年度実施計画

大学や企業と連携し
た環境教育の実施

環境情報を共有するための環境教育
教材を作成し、大学や企業と連携した
環境教育を進めていきます。

● → → 環境整備課
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、各種啓
発イベントが中止となっているため、大学・企業
との連携は行えていません。

大学や企業と協力・連携し、環境教育教材を作成
します。

環境団体の活動情
報の広報

既存の環境団体との連携を深め、活動
内容の周知・広報を促進し、より多くの
市民の参加を促します。

● → 環境整備課

1月開催予定の「エコスタ SDGsシンポジウム」に
おいて、環境保全活動団体による活動紹介を行う
ほか、市ホームページにおいて活動内容の掲載を
行います。

市ホームページやイベント等で各環境保全活動団
体の活動情報の情報提供を行います。

家庭でできる実践活
動の啓発

家庭（身近なところから）で出来る、取り
組みやすいことがらの啓発を実施しま
す。

● → → 環境整備課
いいづか環境会議会報、市報の環境コラム欄で環
境についての記事を掲載しました。

いいづか環境会議会報及び市報等により家庭でで
きる身近な実践活動の啓発を行います。

環境基本計画の周
知

環境基本計画を周知し、意識を高め
て、環境教育を推進します。

● → → 環境整備課 市ホームページによる周知を行いました。
市ホームページ及び環境イベントで周知を行い、
環境意識・環境教育の推進に努めます。

こどもエコクラブの
推進

こどもエコクラブの周知・広報により、新
規登録を促進し、身近にできる環境活
動に参加する機会を増やします。

● → → 環境整備課

自然体験プログラムを10回開催し、こども達向け
の環境活動の参加機会提供を行いました。
また、こどもエコクラブからの寄贈品として傘の
しずく取り器を市役所正面玄関に設置し、こども
エコクラブの周知を図っています。

子どもエコクラブの周知・広報を図ります。ま
た、小学生以上を対象に自然環境学習会等を実施
し環境活動に参加する機会を提供します。

公民館等での環境講座を開催・拡充
し、環境アドバイザーや地元市民、専門
家等による環境イベントや飯塚市の自
然を活用した様々な環境教育に参加す
る機会を増やします。

● → → 生涯学習課

【婦人会】
〇石鹸製造は実施しない。過去に作成した石鹸を
環境イベントで配布予定。
【交流センター講座】
〇遠賀川河川環境体験学習開催予定としていた
が、中止
○花の寄せ植え講座開催（二瀬）
○花の寄せ植え講座開催予定（幸袋）
【コスモス大学】
〇教養講座において、清掃ボランティア学習を実
施（4回）予定としていたが、中止
〇園芸コースにて、作物の栽培や学習を実施予定

【婦人会】
〇廃油を利活用した石鹸製造予定
【交流センター講座】
〇遠賀川河川環境体験学習開催予定（飯塚片島）
○花の寄せ植え講座開催予定（二瀬・幸袋）
【コスモス大学】
〇教養講座において、清掃ボランティア学習を実
施（4回）予定
〇園芸コースにて、作物の栽培や学習を実施予定

公民館等での環境
講座の開催・拡充

飯塚市の特性
を活かした環境
教育・学習と実
践活動の充実

学校や公民館
などの学習の場
の利便性向上

環境教
育・学習
の充実

Ⅳ
人
の
環
づ
くり
と
活
動
実
践

環境教
育・学習
の充実

Ⅳ
人
の
環
づ
くり
と
活
動
実
践
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令和3年度第5回環境審議会　議題(1)資料
第2次飯塚市環境基本計画　令和3年度実施状況（経過報告）

基
本
目
標

環境目標 取組の方向性 事業名（見直後） 内容（見直後）
実
施
中

5
年
以
内
実
施

10
年
以
内
実
施

担当課
令和3年度実施状況（途中経過）

※令和3年12月末時点での実施状況
【参考】令和3年度実施計画

園庭の緑化促進
園庭に自然を感じることができる緑地
や花壇などの整備を促進します。

● → 子育て支援課
園庭に自然を感じることができる庭や花壇の整備
を推進します。

園庭に自然を感じることができる庭木や花壇の整
備を推進します。

校庭の緑化促進
校庭に自然を感じることができる緑地
や花壇などの整備を促進します。

● → 教育総務課
花壇、庭木の管理や各校独自の取り組みとして、
グリーンカーテンの設置などの取り組みを推進し
ました。

花壇、庭木の管理や各校独自の取り組みとして、
グリーンカーテンの設置などの取り組みを推進し
ます。

エコ工房の利便性
向上

エコ工房を環境活動拠点として活用す
るための交通手段の確保を検討しま
す。

● → 環境整備課
エコ工房が毎月発刊する「エコ工房通信」におい
て、エコ工房への地図を掲載しています。

エコ工房へのアクセス方法の周知を行います。

毎月５日の環境デー
活用

毎月５日の環境デーに、啓発活動を実
施し、市民、環境団体、事業者とともに
活動します。

● → → 環境整備課

６月の環境月間にあわせて、本庁に横断幕を設置
しました。また、本庁では、毎月5日の環境デーに
合わせて、来庁者と職員に対する啓発の放送を実
施しました。

環境月間で市役所内で啓発展示及び横断幕の設置
を行います。また、市ホームページでの啓発を行
います。

地域コミュニティとの
連携（環境活動、伝
統行事など）

行政は地域の取組に積極的に参加し、
コミュニケーションを図ります。また、誰
もが参加できるイベントとするための支
援や提案などを行います。

● → → 環境整備課

「ゴーヤ配布会」や「うちの打ち水」など、コロ
ナ対策を行った行事の広報を行うとともにホーム
ページにも掲載しました。また、市職員には庁舎
内掲示板を活用し、各行事への参加を促しまし
た。

市報や市ホームページ、市公式SNSにより広報を行
い、イベント告知や周知を行います。また、市役
所庁内掲示板へ掲載し職員参加を促します。

環境団体活動支援
拡充

環境団体が開催する活動に積極的に
参加するとともに、成果の公表や、より
多くの市民の参加を促します。

● → → 環境整備課

新型コロナウイルス感染症の影響により、環境団
体が開催する活動が中止や縮小されたことから、
環境活動への参加ができておりません。
なお、市民含め団体が普段から実践している環境
保全活動については、今年度末までに市ホーム
ページにおいて活動紹介を行う予定です。

環境活動に参加するとともに、市ホームページで
の広報や、各環境団体の活動内容を紹介します。

大人のマナー向上
啓発

子どもたちへの環境教育・環境学習を
通して、大人のマナー向上へ繋がる啓
発を推進します。

● → 環境整備課

エコ工房で開催する各種講座、幸袋一貫校中学部
の「総合的な探求の時間」の実施により、子ども
たちへの環境教育を実施し、各家庭での情報共有
を促進しました。

エコ工房や温暖化防止活動推進員等による出前講
座、また環境イベント等により、子どもたちへの
環境教育を実施し、家庭での情報共有を促進しま
す。

ペットの糞害防止
ペットの糞害を防止するため、飼い主
のマナー向上への啓発を行います。

● → → 環境整備課

現地確認を実施し、状況に応じ「飼い犬の糞の持
ち帰り」等の看板を設置しました。また、飼い主
への指導の際は、飯塚市生活環境の保全に関する
条例10条に基づき、ペットの飼い方についてのチ
ラシを渡す等、指導を行いました。

看板設置・現地指導などを行います。また、飯塚
市生活環境保全に関する条例により、飼い主の指
導を行います。

マナー、モラル
に関する大人の
意識改革

マナーキャラクター
の活用

環境イベント等において、マナーキャラ
クターを活用しマナーアップを推進しま
す。

● → → 環境整備課
環境イベントにおいてエコふぁみアプリを活用し
た啓発を行いました。

環境イベントや広報活動でキャラクターを活用
し、マナー向上を促します。

誰もが参加でき
るイベントによ
るコミュニケー
ションの向上

学校や公民館
などの学習の場
の利便性向上

環境教
育・学習
の充実

マナー、モラル
に関する大人の
意識改革

市民の
環境意
識の向
上

市民の
環境意
識の向
上

Ⅳ
人
の
環
づ
くり
と
活
動
実
践

Ⅳ
人
の
環
づ
くり
と
活
動
実
践
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令和3年度第5回環境審議会　議題(1)資料
第2次飯塚市環境基本計画　令和3年度実施状況（経過報告）

基
本
目
標

環境目標 取組の方向性 事業名（見直後） 内容（見直後）
実
施
中

5
年
以
内
実
施

10
年
以
内
実
施

担当課
令和3年度実施状況（途中経過）

※令和3年12月末時点での実施状況
【参考】令和3年度実施計画

自分の生活と環境と
のつながりを示す資
料の作成

自分の生活と環境とのつながりが見え
る資料を作成し、啓発します。

● → 環境整備課

いいづか環境会議会報、市報の環境コラム欄で環
境についての記事を掲載しました。また、環境に
関する取組チラシを作成し、市の公共施設に掲示
し啓発を行いました。

いいづか環境会議会報や市報の環境コラムで、生
活に身近なテーマで環境について啓発します。

環境負荷源に関す
る情報提供

身の回りの環境負荷源に関する情報提
供をし、それがどのように環境に影響
があるかがわかるよう啓発事業を行い
ます。

● → 環境整備課

市ホームぺージでイベントの情報発信を行い、市
報の環境コラムに環境に関する取組等を掲載、マ
イバック持参及びフードロスに関するチラシを作
成し、市の公共施設に掲示し啓発を行いました。

市ホームページや環境イベント等で情報発信を行
い、啓発を行います。

環境基本計画ダイ
ジェスト版作成

子どもも読める環境基本計画ダイジェ
スト版を作成し、配布します。

● 環境整備課
第3次飯塚市環境基本計画を策定中であり、本計画
の周知のため、概要版を作成予定です。

第3次飯塚市環境基本計画の策定に伴い、ダイジェ
スト版の作成を行います。

環境優良者表彰制
度の創設と運用

市民やボランティア団体、事業者で優
良な取組を行っている方への表彰を行
い、意欲を高めます。

● → 環境整備課

環境保全活動は、優劣を競うものではないため、
令和2年度より「エコスタいいづか」での表彰制度
は廃止しています。しかしながら、継続的な活動
や新規団体の活動意欲高揚につなげるため、今年
度末までに市民・団体の優良な取組について市
ホームページやYouTubeを活用し広く周知する予定
としています。

市ホームページや各イベント等において、環境保
全活動への意欲を高揚させるため、各団体の活動
を紹介します。

環境ポイント制度の
導入及び周知

環境イベントや学習会への参加に対す
るポイント制度（スタンプラリー）を継続
実施し、高ポイント取得者を市の環境イ
ベントなどで発表するなど、環境活動へ
の参加意識の向上を図ります。

● → → 環境整備課

従来実施していたスタンプラリーの対象となる各
イベントが新型コロナウイルス感染拡大防止に伴
い中止（もしくは会場を設けずに開催）となった
ため、今年度はスタンプラリーを行っていませ
ん。

スタンプラリー制度は実施せず、日々の環境活動
によりポイントが付与されるアプリ「エコふぁ
み」の推奨を行います。

自分の生活と環
境問題とのつな
がりが見える機
会の拡充

環境情報の収集と
提供の促進

自治会やまちづくり協議会での地域活
動に関する情報を収集し、市ホーム
ページ等で情報提供に努めます。

● → 環境整備課

新型コロナウイルス感染症の影響により、各自治
会やまちづくり協議会での活動が自粛または縮小
されています。今後も、引き続き地域の活動状況
を情報収集し、市ホームページ等で情報提供に努
めます。

地域活動状況を情報収集し、市ホームページ等で
情報提供に努めます。

自分の生活と環
境問題とのつな
がりが見える機
会の拡充

市民の
環境意
識の向
上

環境配慮市民、
事業所の表彰
制度の創設と運
用

市民の
環境意
識の向
上

Ⅳ
人
の
環
づ
くり
と
活
動
実
践
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令和3年度第5回環境審議会　議題(1)資料
第2次飯塚市環境基本計画　令和3年度実施状況（経過報告）

基
本
目
標

環境目標 取組の方向性 事業名（見直後） 内容（見直後）
実
施
中

5
年
以
内
実
施

10
年
以
内
実
施

担当課
令和3年度実施状況（途中経過）

※令和3年12月末時点での実施状況
【参考】令和3年度実施計画

大気汚染物質
への注意喚起

大気汚染物質に関
する情報発信

光化学オキシダントや微粒子状物質等
の大気汚染物質を監視し、市ホーム
ページ等で適切な情報提供を行いま
す。

● → 環境整備課
現時点で光化学オキシダント及び微小粒子状物質
の注意報の発令はありません。

光化学オキシダントや微小粒子状物質等の大気汚
染物質を監視し、市ホームページ等で適切な情報
提供を行います。

悪臭への指導
悪臭に関する指導
の実施

市民からの苦情・相談に関しては、関
係機関と連携し対応を図ります。

● → 環境整備課

現時点で、悪臭防止法で規制対象となる相談はあ
りませんが、悪臭による苦情・相談が入った際に
は、現地調査を行い、必要に応じて助言や指導を
行っているところです。

市民からの苦情・相談に関しては、関係機関と連
携し対応を図ります。

騒音・振動規制
への助言及び
指導

騒音・振動に関する
適正な助言・指導の
実施

工場・事業場から発生する騒音・振動
については、関係法令の遵守、また、
規制基準の周知を行うとともに、適切な
指導・助言を行います。

● → 環境整備課

騒音規制法及び振動規制法に係る規制基準等を
ホームページに掲載し、周知を行っております。
また、現時点での騒音及び振動の苦情・相談件数
は5件であり、現地調査を行った後、指導・助言を
行っているところです。

工場・事業場から発生する騒音・振動についは、
関係法令の遵守、また、規制基準の周知を行うと
ともに、適切な指導・助言を行います。

自
主
取
組

自主取組 自主取組 自主取組

環境への配慮及び経費節減を行うとと
もに、職員のリサイクル意識の向上を
図るため、不用な事務用消耗品の受入
れ払出しをするためのリサイクルルー
ムの活用を促します。

● → → 契約課
環境への配慮及び経費節減を行うとともに、職員
のリサイクル意識の向上を図るため、リサイクル
スペースの活用をさらに促す必要があります。

環境への配慮及び経費節減を行うとともに、職員
のリサイクル意識の向上を図るため、リサイクル
スペースの活用を促します。

自
主
取
組

自主取組 自主取組 自主取組

議会の会議に使用する大量の紙資料
作成に要する印刷製本費および資源
消費の削減を図るために、タブレット端
末の導入によるペーパーレス会議を開
始しました。

● → →
総務課
情報政策課

2021/5/12  業者選考委員会
2021/5/26  業者選考委員会
2021/5/25  プロポーザル選考委員会
2021/7/1   マイナンバーカード利活用専門部会
2021/7/2   プロポーザル選考委員会
2021/7/5   地理情報システム専門部会
2021/7/16  第2回情報化推進会議
2021/8/31  第3回情報化推進会議
2021/9/1   オープンデータ活用推進専門部会
2021/9/15  電子計算組織運営委員会
2021/10/6  オープンデータ研修
2021/10/27 デジタル人材育成研修
2021/10/28 デジタル人材育成研修

ペーパーレス会議の継続

公害対
策の強
化

Ⅳ
人
の
環
づ
くり
と
活
動
実
践
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第3次飯塚市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）

＜達成状況＞

項目 発熱量 排出係数
CO2換算

係数（44/12）
増減値
R2/H25

tco2/kwh 36,826,689 kwh 31,010,991 kwh

※変動あり 21,458 tco2 11,802.79 tco2 55.00%

GJ/kl tco2/GJ 836,994 ℓ 177,386 ℓ

39.1 0.0189 3.6667 2,267.94 tco2 480.65 tco2 21.19%

GJ/kl tco2/GJ 2,573 ℓ 3,034 ℓ

34.6 0.0183 3.6667 5.97 tco2 7.04 tco2 117.85%

GJ/kl tco2/GJ 537,206 ℓ 180,702 ℓ

36.7 0.0185 3.6667 1,337.37 tco2 449.86 tco2 33.64%

GJ/kl tco2/GJ 6,916 ℓ 15,111 ℓ

37.7 0.0187 3.6667 17.88 tco2 39.06 tco2 218.48%

GJ/t tco2/GJ 137,846 kg 150,240 kg

50.8 0.0161 3.6667 413.39 tco2 450.55 tco2 108.99%

GJ/t tco2/GJ 1,743,100 kg 0 kg

29.4 0.0294 3.6667 5,524.44 tco2 0.00 tco2 0.00%

GJ/1,000N㎥ tco2/GJ 20,384 ㎥ 12,652 ㎥

46 0.0136 3.6667 46.76 tco2 29.02 tco2 62.06%

GJ/t tco2/GJ 0 ㎥ 0 ㎥

1.36 0.0570 0.00 tco2 0.00 tco2 0.00%

GJ/kl tco2/GJ 140,786 ℓ 77,499 ℓ

34.6 0.0183 3.6667 326.86 tco2 179.93 tco2 55.05%

GJ/kl tco2/GJ 67,455 ℓ 23,412 ℓ

37.7 0.0187 3.6667 174.37 tco2 60.52 tco2 34.71%

31,572.97 tco2 13,499.43 tco2 42.76%温室効果ガス排出量合計

石炭コークス
使用量

都市ガス
使用量

産業用以外
蒸気量

自
動
車

ガソリン車両
使用量

軽油車両
使用量

施
設

電気
使用量

重油
使用量

揮発油
使用量

灯油
使用量

軽油
使用量

LPG
使用量

平成25年度
（第3次基準）

令和2年度

Administrator
タイプライターテキスト
令和3年度第5回環境審議会　議題(2) 資料第3次飯塚市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 温室効果ガス排出量



第3次飯塚市環境基本計画に基づく事務事業一覧
令和4年度実施計画について

指標名称【単位】
令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

0.6 1.5 0.06

令和2年度実績値 令和3年度実績値

0.34

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

1000 1000 0

令和2年度実績値 令和3年度実績値

512

計画年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

事業の方向性（維持・拡充・縮
小）

拡充 拡充 拡充

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

174 174 174

令和2年度実績値 令和3年度実績値

99.75

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

400 400 460

令和2年度実績値 令和3年度実績値

417

計画年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

事業の方向性（維持・拡充・縮
小）

拡充 拡充 拡充

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

21.3 24.1 26.1

令和2年度実績値 令和3年度実績値

21.3

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

3 4 3

令和2年度実績値 令和3年度実績値

3

計画年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

事業の方向性（維持・拡充・縮
小）

拡充 拡充 拡充

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

0.3 1.2 1.8

令和2年度実績値 令和3年度実績値

3,087

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

15 15 108

令和2年度実績値 令和3年度実績値

13

計画年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

事業の方向性（維持・拡充・縮
小）

拡充 拡充 拡充

基
本
目
標
Ⅰ
　
豊
か
な
自
然
と
人
が
共
生
す
る
環
境
を
つ
く
る

森
林
や
水
源
の
保
全

基本目標

・市ホームページ等での制度周知
・竹粉砕機の追加導入

竹粉砕機貸出回数
【回】

事業を実施することにより、放置されていた竹林の整備が
進んだ。

里山の保全
竹粉砕機の貸出による
放置竹林伐採の促進

農林振興課

従来の施策では対応が追い付かないために里山の荒廃や放置竹
林面積の増加等といった地域課題がある。その解決のために森林
整備基金を活用し、竹粉砕機を導入し、市民団体や市民の方々へ
貸し出し、活動支援を行うことで里山林保全や竹林整備につなげよ
うとするもの。

- 1

新規に1団体の設立支援を行い、事業実施につなげること
ができた。

基本的に1箇所3年間の活動が認められるが、4年目以降も
活動を継続できるよう実施メニューを変更したり、別の活動
場所を開拓するなど、団体に対しアドバイスを行っていく必
要がある。また、令和3年度からは現在の事業を踏襲した後
継事業が開始される予定となっており、各団体が後継事業
も活動出来るように支援を行っていく。

活動組織
【組織】

3ヵ年実施計画

次年度以降の改善策

・令和3年度より国の事業内容が一部変更されたため、団体へのアドバイスを的確に行う必要がある。
・新規団体設立に向けた支援。

森林・山村多面的機能
発揮対策交付金の交付

農林振興課
森林の有する多面的機能を発揮するため、地域住民等による里山
林保全・竹林整備及び森林資源利用・森林機能強化等の共同活
動への支援のため交付金を交付する。

保全された森林面積
【ha】

森林所有者との協定が多く結べ、補助金の確保ができたた
め予定以上の成果を上げることができた。

補助金の追加要求では増額分の事業実施が秋以降とな
り、実施時間が十分にとれないことから、当初予算で可能な
限り予算要求を行うことが必要である。

荒廃森林特定調査面積
【ha】

3ヵ年実施計画

次年度以降の改善策

荒廃森林整備の協定締結に向けて、森林所有者と協議し整備可能な森林の確保を行うとともに、早期発注を行い整備期
間を確保する。

荒廃森林の整備 農林振興課

平成30年度から令和9年度までの10ヵ年で公益的機能が発揮でき
なくなる恐れのある人工林で間伐等を実施し、公益的機能を長期
的に発揮できる森林を目指すために福岡県森林環境税基金から
の交付金（交付率10/10）を活用し実施するもの。

荒廃森林整備面積（単年度）
【ha】

森林整備や木材の利用促進、普及啓発等を行うことを目的に創設
された森林環境譲与税を活用し、市内の放置竹林の整備を行う。
森林経営管理法に基づく適切な森林の経営管理を促し、森林所有
者自らが森林の経営管理を実行できない場合に、飯塚市が経営管
理の委託を受け適切な管理をするための事前準備として、未整備
森林の所有者への意向調査を実施する。

竹林の整備面積
【ha】

意向調査が進み、森林所有者がこれから森林をどうしてい
くかの意見を収集することができた。

意向調査の準備に時間を要し、調査件数も多くこなすことが
できないため事業委託しているが、発注後所有者からの問
い合わせがあり、他事業への影響もでているため、委託内
容を検討し効率化をはかる余地はある。

森林所有者への意向調査回
答件数
【件】

3ヵ年実施計画

次年度以降の改善策

・市ホームページ等を活用し、制度の周知を実施する。
・森林整備基金を活用し、他の補助事業で整備できない森林や放置竹林の整備を進める。

事務事業内容
指標

【参考】令和2年度成果 【参考】令和2年度課題
目標値及び実績値

適正な森林整備による
水源涵養機能、二酸化
炭素吸収機能の維持・
向上

森林環境譲与税を活用
した放置竹林の整備

-

施策方針 取組の方向性
事務事業名
（報告用）

担当課

1

1

2

貸し出し件数の増加に伴い、担当職員の負担も大きくなっ
ており、他事業への影響も出ているため、貸し出し方法につ
いては委託を含め、更なる検討が必要である。
また、貸し出し中の横転事故が発生したことから、操作講習
会を複数回実施するなどの安全対策を講じることが必要で
ある。

竹林伐採面積
【ha】

3ヵ年実施計画

次年度以降の改善策

農林振興課- 1

- 21

1

1

1

1

1

1

1

1

3

事務事業No.
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第3次飯塚市環境基本計画に基づく事務事業一覧
令和4年度実施計画について

指標名称【単位】
基本目標 事務事業内容

指標
【参考】令和2年度成果 【参考】令和2年度課題

目標値及び実績値
施策方針 取組の方向性

事務事業名
（報告用）

担当課事務事業No.

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

1 1 2

令和2年度実績値 令和3年度実績値

1

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

4 4 6

令和2年度実績値 令和3年度実績値

3.65

計画年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

事業の方向性（維持・拡充・縮
小）

維持 維持 維持

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

- - 1

令和2年度実績値 令和3年度実績値

- -

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

290 300 300

令和2年度実績値 令和3年度実績値

166

計画年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

事業の方向性（維持・拡充・縮
小）

拡充 拡充 拡充

森
林
や
水
源
の
保
全

基
本
目
標
Ⅰ
　
豊
か
な
自
然
と
人
が
共
生
す
る
環
境
を
つ
く
る

生
物
多
様
性
の
保
全

市報等の媒体により、保護・保全すべき希少動植物、在来種の情
報発信を行う。
また、自然体験プログラムを開催し、参加者の動植物を保全する意
識の醸成を図る。

市報（環境コラム）における外
来生物に関する情報発信
【回】

新型コロナウイルス感染症対策のため、開催予定であった
自然体験プログラムの多くが中止となった。

希少生物に関する積極的な情報発信は行えていないため、
市が有する媒体を利用した情報発信を行う必要がある。

自然体験プログラム参加者数
【人】

3ヵ年実施計画

次年度以降の改善策

・自然体験プログラムに関する、市報・HP・SNS等での周知・広報
・市報（環境コラム）を活用した情報発信

希少動植物・在来種の
保護・保全

希少動植物・在来種に
関する情報発信

環境整備課

県補助事業を活用し事業を実施したことにより、市費の支
出を抑えることができた。

県補助事業が活用できなくなった場合、市単費での整備と
なるため、整備箇所を絞り実施することになる。

生活環境保全林管理
【ha】

3ヵ年実施計画

次年度以降の改善策

市有保安林の整備計画を策定し、整備対象森林の調査を行うことなど検討していく。

保安林の整備による自
然災害の防災・減災

市有保安林の整備 農林振興課
市有保安林が水源涵養、災害防止等の指定されている目的を果た
していけるように適切な維持管理を行う。

下刈業務範囲
【ha】

3

1

1

2

1

1

- 1

- 1
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第3次飯塚市環境基本計画に基づく事務事業一覧
令和4年度実施計画について

指標名称【単位】
基本目標 事務事業内容

指標
【参考】令和2年度成果 【参考】令和2年度課題

目標値及び実績値
施策方針 取組の方向性

事務事業名
（報告用）

担当課事務事業No.

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

- - 1

令和2年度実績値 令和3年度実績値

- -

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

290 300 300

令和2年度実績値 令和3年度実績値

166

計画年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

事業の方向性（維持・拡充・縮
小）

拡充 拡充 拡充

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

22 22 22

令和2年度実績値 令和3年度実績値

13

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

290 300 300

令和2年度実績値 令和3年度実績値

166

計画年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

事業の方向性（維持・拡充・縮
小）

拡充 拡充 拡充

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

3 3 3

令和2年度実績値 令和3年度実績値

1

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

60 60 60

令和2年度実績値 令和3年度実績値

7

計画年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

事業の方向性（維持・拡充・縮
小）

拡充 拡充 拡充

自然とふれあえる場の
創出・確保

自然とふれあえる場の
創出・確保

基
本
目
標
Ⅰ
　
豊
か
な
自
然
と
人
が
共
生
す
る
環
境
を
つ
く
る

生
物
多
様
性
の
保
全

生
物
多
様
性
の
保
全

基
本
目
標
Ⅰ
　
豊
か
な
自
然
と
人
が
共
生
す
る
環
境
を

つ
く
る

3ヵ年実施計画

次年度以降の改善策

・三密対策、参加人数制限等の感染症対策をとった上での講座開催
・新規講座の立案

・市報・HP・SNS等によるイベント参加への啓発
・新規事業の立案

水生生物観察会等によ
る自然と触れ合う機会
提供

環境整備課
エコ工房において、水生生物観察会やバードウォッチング等を開催
し、参加者に自然と触れ合う機会の提供を行う。

関連講座の開催回数
【回】

水生生物観察会では、参加する子どもたちの引率役とし
て、地域の大学生に応援を依頼しているが、コロナ禍の影
響で大学生の応援が得られず、開催することができなかっ
た。バードウォッチングについては、当初の予定通りに開催
することができた。

観察会の性質上、密集しての行動が前提となるため、新し
い生活様式に適応した教室の実施が必要になる。

関連講座の参加人数
【人】

自然体験プログラム開催数
【回】

新型コロナウイルス感染症対策のため、開催予定であった
自然体験プログラムの多くを中止せざるを得ず、目標として
いる参加人数を得ることができなかった。

観察会の性質上、密集しての移動・観察がメインとなるた
め、代替となる事業として三密対策をとったワークショップ等
を検討する。

自然体験プログラム参加者数
【人】

3ヵ年実施計画

次年度以降の改善策

自然観察会の開催 環境整備課
主に小学生とその親世代を対象とした自然体験プログラム「いいね
ん！」を開催し、広く市民に自然と触れ合う機会の提供を行う。

2

2

- 1

環境整備課

市報、市ホームページ等の媒体の活用により、外来生物に関する
情報発信を行い、外来生物を発見した際の適切な対応の周知に努
め、拡大の防止を図る。
また、自然体験プログラムを開催し、参加者の生態系に関する知
識や保全意識の醸成を図る。

市報（環境コラム）における外
来生物に関する情報発信
【回】

3

3 - 2

新型コロナウイルス感染症対策のため、開催予定であった
自然体験プログラムの多くが中止となった。
特定外来生物については、「ヒアリ」「ツマアカスズメバチ」
「オオキンケイギク」「セアカゴケグモ」の4種について、常時
ホームページにおいて情報発信を行っている。

外来生物に関する情報発信については、ホームページ掲載
のみに留まっており、その他媒体を利用した積極的な情報
発信が必要である。

自然体験プログラム参加者数
【人】

3ヵ年実施計画

次年度以降の改善策

・自然体験プログラムに関する、市報・HP・SNS等での周知・広報
・市報（環境コラム）を活用した情報発信

外来生物の拡大防止
外来生物に関する情報
発信

221

1

1

- 1
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第3次飯塚市環境基本計画に基づく事務事業一覧
令和4年度実施計画について

指標名称【単位】
基本目標 事務事業内容

指標
【参考】令和2年度成果 【参考】令和2年度課題

目標値及び実績値
施策方針 取組の方向性

事務事業名
（報告用）

担当課事務事業No.

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

84 84 84.3

令和2年度実績値 令和3年度実績値

83.47

計画年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

事業の方向性（維持・拡充・縮
小）

維持 維持 維持

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

220 220 220

令和2年度実績値

165

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

40 40 40

令和2年度実績値

32.9

計画年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

事業の方向性（維持・拡充・縮
小）

拡充 拡充 拡充

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

100 100 100

令和2年度実績値 令和3年度実績値

89.64

計画年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

事業の方向性（維持・拡充・縮
小）

拡充 拡充 拡充

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

168 169 169

令和2年度実績値 令和3年度実績値

115

計画年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

事業の方向性（維持・拡充・縮
小）

維持 維持 維持

基
本
目
標
Ⅱ
　
う
る
お
い
の
あ
る
快
適
な
生
活
環
境
を
つ
く
る

河
川
な
ど
の
水
質
改
善

加入戸数
【戸】

加入者に対して、農業集落排水処理施設の利用上の注意
を配付する等して、適切な管理・運営を行うことができた。

未加入世帯については、高齢者で後継者のいない世帯が
ほとんどであり、今後の新規加入は厳しい状況にあるが、
施設の健全な運営を図らなければならない。加入者数の状
況によっては、今後使用料の引き上げも検討していく必要
がある。

3ヵ年実施計画

次年度以降の改善策

・大規模な修繕等が発生しないよう日常のメンテナンスを心がけ維持経費の抑制を行う。
・平成13年1月1日の一部供用開始から20年が経過し、今後は施設全般の維持補修が見込まれため、令和元年度策定し
た最適整備構想に基づいた維持管理を行っていく必要がある。

水洗化便所等改造費補助金　30件
水洗化率向上　0.66ポイント

令和3年度までの事業であり、下水道工事店等への周知も
強化し、水洗化へつなげていく必要がある。

3ヵ年実施計画

次年度以降の改善策

・水洗便所等改造費補助金の最終年度として、下水道排水設備工事店や市報・ホームページ等を活用し、更なる周知を
図る。
・令和3年度まで「水洗便所等改造費補助金」を交付し、水洗化率の向上を図る。

農業集落排水処理施設
の維持管理

農林振興課
生活環境の整備及び農業用水の水質保全を図り、併せて公共用
水域の水質保全に寄与するために設置された農業集落排水処理
施設の管理・運営を行うもの。

公共下水道の水洗化促
進

企業管理課
個人が自宅の排水設備（水洗化）工事を行うにあたり、経済的負担
を軽減させる制度を運用し、公共下水道の水洗化率の向上を図り
河川の水質を向上させる。

公共下水道の水洗化率
※水洗化人口/処理区域内人
口
【％】

生活排水による公共水域の水質汚濁を防止し、良好な生活環境を
保全するため、住宅用小型合併処理浄化槽の設置に対し、補助金
を交付するもの。

浄化槽設置基数
【基】

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、浄化槽設置の工
事数が減少したことから、補助金交付申請数も同様に減少
したが、年度途中から徐々に申請件数を伸ばし、水質浄化
の観点から、期待値に近い成果が得られたと考える。

国や県が単独浄化槽や汲み取りからの転換に力を入れ、
転換に伴う撤去費や配管費の補助を開始したが、本市での
導入が未着手で、市民への負担軽減が課題であると思わ
れる。

浄化槽普及率
※浄化槽設置人口/総人口
【％】

3ヵ年実施計画

次年度以降の改善策

・より多くの市民に活用していただき、生活排水の水質汚濁を防ぐため、問い合わせ等を受けた際には引き続き補助事
業の案内をするほか、市報やホームページにて周知を行っていく。
・浄化槽設置費補助金に加え、単独浄化槽及び汲み取り便槽からの転換に関する補助を導入する。

下水道事業計画区域以外については、合併処理浄化槽の設置を
推進しているが、大部分において生活雑排水が未処理の状態で放
流され、河川の水質汚濁、生活環境悪化の一因となっている。この
状況を改善するため、公共下水道の整備を早急に進めるものであ
る。

整備率（対事業計画区域）
※整備面積/事業計画区域面
積
【％】

全体計画面積の約57%の整備が完了し、約5.2万人の市民
が公共下水道を利用している状況であり、事業の目的であ
る市民の快適で衛生的な生活環境の整備と公共用水域の
水質保全に寄与しているものと考える。

将来人口を見据え、各汚水処理事業の整備エリア及び整
備計画を見直す必要がある。

3ヵ年実施計画

次年度以降の改善策

・開発区域等を事前に把握し、要望の多い箇所を抽出し、計画的に効率的な個所から実施する。
・全体計画区域及び事業計画区域の変更については、水洗化意向調査結果等を踏まえ、整備費の費用対効果を検討
し、区域の変更を作成する。

汚水処理人口普及率の
向上

公共下水道の整備 下水道課

浄化槽設置整備事業補
助金の交付

企業管理課

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

- 1

- 2

- 3

- 4
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第3次飯塚市環境基本計画に基づく事務事業一覧
令和4年度実施計画について

指標名称【単位】
基本目標 事務事業内容

指標
【参考】令和2年度成果 【参考】令和2年度課題

目標値及び実績値
施策方針 取組の方向性

事務事業名
（報告用）

担当課事務事業No.

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

100 100 100

令和2年度実績値 令和3年度実績値

414.9

計画年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

事業の方向性（維持・拡充・縮
小）

維持 維持 維持

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

5,000 5,000 5,000

令和2年度実績値 令和3年度実績値

4,726

計画年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

事業の方向性（維持・拡充・縮
小）

拡充 拡充 拡充

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

38 39 39

令和2年度実績値 令和3年度実績値

38

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

85 85 100

令和2年度実績値 令和3年度実績値

90

計画年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

事業の方向性（維持・拡充・縮
小）

拡充 拡充 拡充

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

1800 1000 1000

令和2年度実績値 令和3年度実績値

776

計画年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

事業の方向性（維持・拡充・縮
小）

維持 維持 維持

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

167 172 173

令和2年度実績値 令和3年度実績値

172

計画年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

事業の方向性（維持・拡充・縮
小）

維持 維持 維持

河
川
な
ど
の
水
質
改
善

基
本
目
標
Ⅱ
　
う
る
お
い
の
あ
る
快
適
な
生
活
環
境
を
つ
く
る

環
境
美
化
活
動
の
推
進

まちなか美化活動の推
進（花いっぱい運動、一
斉清掃）

花を通じた各種事業の展開により明るい郷土とすることを主目的と
し、併せて景観の向上や地域コミュニティの形成を図る。

協議会会員数
【人】

播種育苗講習かを開催し、コストの低減を見直し、花苗配
付団体に対し種子からの育成を促すための講習を行った。
中の島花壇については前年度と同様に種蒔きを実施した
が、協議会会員の協力も得て開花した。

3ヵ年実施計画

次年度以降の改善策

・種の配布から播種育苗活動へとシフトできるよう、講習会等を開催しながら会員の技術向上に努める。
・苗より種のほうが安価なため、秋のコスモスの種配布を継続し、コストカットと市の花の普及活動の両立を図る。

屋外広告物を正しく表示するルールを定めることにより、良好な景
観の形成を図ることを目的とし、屋外広告物の掲出許可及び違法
広告物の除却等を実施する事業である。なお、本事業は福岡県屋
外広告物条例に基づいており、平成12年度より県から市町村への
権限移譲となっている。

適切に管理されていない違法
屋外広告物の除却枚数
【枚】

市報掲載及び事業者等への制度説明など啓発活動を実施
し、電柱などの禁止物件に広告を提出している事業者に対
しては改善の指導を行った。市民からの通報も数件である
が増加傾向にある。看板の掲示が違法であるという認識が
根付いている。

依然として違法屋外広告物の掲出が続いているため、啓発
活動等の継続を図る。

3ヵ年実施計画

次年度以降の改善策

・活発に除却を行う。メールでの除却協力依頼をやめ、訪問により依頼を行う。
・川崎市、草津市、柳川市などを参考に違反広告物除却推進員制度を策定し違法屋外広告物の除却を市民や民間団体
に委嘱する。

屋外広告物の除却によ
る景観保全

都市計画課

花いっぱい活動の推進 都市計画課

市事務局による花苗配付（配達）を会員の自主受取に切り
替えることで労力を削減できると考えるが、花壇管理はボラ
ンティアでの実施を前提としているうえ、高齢者が多く、運搬
車両や労力を準備できる者が少なく、個別配付の廃止は難
しい。協議会の事業の準備や段取り等、事業の主体を事務
局である市でなく、協議会会員で行うことで労力を削減する
ことが必要と思われる。

遠賀川水系の水質検査（38地点）を年2回（9月、2月）実施し
た.

現在実施している大腸菌群数の検査仕様では、自然由来
の細菌も含んだ値が検出されてしまうため、大腸菌群の値
が多く検出されたとしても大腸菌が検出されないなど、ふん
便汚染を的確に捉えることができない。

水質検査における環境基準達
成率
【％】
※BOD達成箇所/水質検査実
施箇所

3ヵ年実施計画

次年度以降の改善策

環境基本法第16条に基づく環境基準において、水質汚濁に係る環境基準の一部が改正されたことに伴い、令和4年度よ
り、従来の検査項目である大腸菌群数をふん便汚染を的確に捉えることができる大腸菌数へ変更する。

遠賀川水系における水
質の監視

環境整備課
遠賀川水系の水質検査を38地点（令和2年度）にて実施し、水質の
監視に努める。

水質検査実施箇所数
【箇所】

家庭排水による河川の水質汚濁防止活動の一環として、市役所・
各支所・交流センター等に廃食用油回収ボックスを設置し、各家庭
から出る廃食用油の回収事業を実施する。回収した廃食用油は、
塗料等にリサイクルされる。

廃食用油回収量
【ℓ】

廃食用油の回収量については、新型コロナウイルス感染症
による外出自粛要請の影響か定かではないが、増加見込
みである。

廃食用油の回収において、回収量に応じた従量制の回収
委託契約となっているため、成果を上げるほどに回収コスト
が大きくなってしまうという課題がある。

3ヵ年実施計画

次年度以降の改善策

回収委託契約を定額制にすることにより、成果（回収量）を上げても回収コストは一定で、かつ売却益が大きくなるような
回収体制を整える。

放流水の目標値に対する達
成度
※目標値（10ppm）/放流水の
年間平均BOD値×100
【％】

BOD平均値2.41ppmは目標値（10ppm）を大きく下回ってお
り、この水準を維持していくことで、突発的な事故が起きても
排水基準（20ppm）以内に抑えることができる。

生物処理の性質上、流入水の水温低下や降水時の極端な
水温変動、流入量の負荷変動に対し、水質が大きく影響さ
れるため、運転方法を細かく制御し、放流水水質の安定化
を図る必要がある。

3ヵ年実施計画

次年度以降の改善策

・水温や降水量等の気候変動に対して、BOD、SSが基準以下で安定した放流水質になるようにデータ解析に基づいた運
転管理を実施する。
・改築や修繕の原因を機器の標準耐用年数の観点だけではなく、使用頻度や機器の状態を点検、調査し緊急的な修繕
が発生しないように、データを蓄積し整理する。

水質の監視、水質改善
の啓発活動の推進

下水道施設における放
流水質の管理

上下水道施設課
下水道施設（ポンプ場・処理場）に対し、適切な維持管理を実施す
ることにより、施設の能力を最大限に発揮し、安定的で良好な放流
水質を確保する。

廃食用油回収事業の推
進

環境整備課
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第3次飯塚市環境基本計画に基づく事務事業一覧
令和4年度実施計画について

指標名称【単位】
基本目標 事務事業内容

指標
【参考】令和2年度成果 【参考】令和2年度課題

目標値及び実績値
施策方針 取組の方向性

事務事業名
（報告用）

担当課事務事業No.

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

30 25 25

令和2年度実績値 令和3年度実績値

17

計画年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

事業の方向性（維持・拡充・縮
小）

拡充 拡充 拡充

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

5,000 4,500 5,000

令和2年度実績値 令和3年度実績値

4,410

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

125 125 150

令和2年度実績値 令和3年度実績値

125

計画年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

事業の方向性（維持・拡充・縮
小）

拡充 拡充 拡充

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

297 297 297

令和2年度実績値 令和3年度実績値

322

計画年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

事業の方向性（維持・拡充・縮
小）

維持 維持 維持

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

10 10 10

令和2年度実績値 令和3年度実績値

3

計画年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

事業の方向性（維持・拡充・縮
小）

拡充 拡充 拡充

環
境
美
化
活
動
の
推
進

まちなか美化活動の推
進（花いっぱい運動、一
斉清掃）

基
本
目
標
Ⅱ
　
う
る
お
い
の
あ
る
快
適
な
生
活
環
境
を
つ
く
る

ごみネット購入費補助
金の交付

地域猫活動に取り組む住民等で組織される団体を支援することに
より、飼い主のいない猫の適正管理を推進し、もって猫に起因する
生活環境被害の軽減及び猫の引取数の減少を図る。

手術券を活用し手術した頭数
【頭】

地域猫活動団体として1件登録を行った。その団体の申請
を受け、手術券を6枚交付し、3枚活用した。

地域猫活動自体、あまり認知されていない。そのため、問い
合わせがあった際には事業を案内し、市報等を活用して積
極的に周知を行っていく。

3ヵ年実施計画

次年度以降の改善策

地域猫活動及び団体登録の推進を図るため、市報やHPでの広報活動を行とともに、関係機関等との情報共有を密に
し、可能性のある団体に対する情報提供を行うなど、細かな制度周知を実施する。

苦情処理件数
【件】

近年は苦情内容が煩雑化してはいるが、個々の苦情の解
決を図ることで、環境保全意識の向上に一定の成果を挙げ
ている。また、今年度野外焼却禁止の隣組回覧を行い環境
保全意識の向上を図った。

条例施行後、住民等からの苦情の申出については、関係
課及び関係機関と連携を諮り対応しているが、原因者が特
定できない事例等の対応について検討する必要がある。ま
た、これまでと同様に苦情に対し速やかに現場を確認し、適
切な指導を行うとともに、環境に関する啓発を行い、さらに
市民の環境保全意識の向上を図る必要がある。

3ヵ年実施計画

次年度以降の改善策

啓発を継続的に行う。

生活マナーの向上（ポイ
捨て、ペットの糞の放置
防止）

生活環境の保全に関す
る条例に基づく指導

環境整備課
環境問題に関するさまざまな苦情に対し、現地調査等を行い、関係
者に対し改善指導等を行うもの。

地域猫活動の促進によ
る糞害被害の防止

環境整備課

地域環境の保全と美化のため、合計4410枚のボランティア
清掃ごみ袋を申請者へ配付し、3700人がボランティア清掃
を行った結果、清潔で快適な地域環境の維持に寄与した。

ボランティア清掃活動の実施が活発でない地域への環境美
化活動事業の紹介や、ボランティア清掃への新規参加者の
獲得のため、この事業の更なる広報を行う必要がある。

清掃箇所数（清掃実施回数）
【箇所】

3ヵ年実施計画

次年度以降の改善策

環境美化活動事業に関し、市報や市ホームページ等を用いた更なる広報を行う。

申請件数が目標値に届いておらず、より多くの市民に利用
してもらうために、更なる周知が必要である。

3ヵ年実施計画

次年度以降の改善策

市報にごみネット等補助金交付事業についての記事を掲載し、更なる周知を行う。

ボランティア袋の交付 環境整備課
飯塚市内の公共の道路その他公共の場所の清掃を行うためのボ
ランティア袋を交付し、市民によるボランティア清掃活動を促進す
る。

ボランティア袋配付枚数
【枚】

環境整備課
市民がごみネットを購入する際に、その費用の一部に対して補助
金を交付することにより、地域のごみ集積所のごみの散乱を防ぎ、
住環境の美化に努め、地域の環境保全に寄与する。

補助金を利用し、ごみネットを
購入した枚数
【枚】

17件の補助金の交付を行い、生活環境の保全につながっ
た。

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

- 3

- 4

- 1

- 2
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第3次飯塚市環境基本計画に基づく事務事業一覧
令和4年度実施計画について

指標名称【単位】
基本目標 事務事業内容

指標
【参考】令和2年度成果 【参考】令和2年度課題

目標値及び実績値
施策方針 取組の方向性

事務事業名
（報告用）

担当課事務事業No.

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

240 240 240

令和2年度実績値 令和3年度実績値

240

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

340 340 340

令和2年度実績値 令和3年度実績値

341

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

30 30 30

令和2年度実績値 令和3年度実績値

30

計画年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

事業の方向性（維持・拡充・縮
小）

維持 維持 維持

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

41 41 41

令和2年度実績値 令和3年度実績値

61

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

39 39 39

令和2年度実績値 令和3年度実績値

38

計画年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

事業の方向性（維持・拡充・縮
小）

拡充 拡充 拡充

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

30 30 30

令和2年度実績値 令和3年度実績値

33

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

8,656,618 8,315,601 9,198,037

令和2年度実績値 令和3年度実績値

8,753,264

計画年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

事業の方向性（維持・拡充・縮
小）

拡充 拡充 拡充

環
境
美
化
活
動
の
推
進

基
本
目
標
Ⅱ
　
う
る
お
い
の
あ
る
快
適
な
生
活
環
境
を
つ
く
る

４
R

（
リ
フ

ュ
ー

ズ

、
リ
デ

ュ
ー

ス

、
リ
ユ
ー

ス

、
リ

サ
イ
ク
ル

）
の
推
進

ごみ発生の抑制（断る、
減らす）

基
本
目
標
Ⅲ
　
循
環
型
社
会
・
脱
炭
素
社
会
を
実
現
す

る

不法投棄の防止

情報政策課

基幹系システム、内部情報系システム、インターネット系システム
等の電算業務全般の保守管理を適切に行うとともに、システムに
関する各種相談等への対応やペーパーレス化の推進等による業
務の効率化に繋がる手段の提供等により、高度なセキュリティを保
ち、かつ、職員がより働きやすくなる環境の構築を目的とする。

ペーパーレス会議・研修の実
施回数
【回】

・大きなネットワーク障害等は発生しなかった。
・無線アクセスポイントの増設を行った。

・ネットワーク保守業者との情報共有を密に行い、市として
必要なセキュリティを保ち続ける。
・ペーパーレス会議等のペーパーレス化の推進を市役所全
体に広げ、印刷枚数の軽減に努める。

プリンタの印刷枚数
【枚】

3ヵ年実施計画

次年度以降の改善策

・他の自治体で発生した情報セキュリティインシデント等の情報収集を行なう。
・ペーパーレス化の事例紹介など啓発を行う。
・支所などでペーパーレスなど業務の効率化が見込まれる会議室等の場所に無線APを設置することを検討する。

ペーパーレス化の推進

遠賀川水系の水質検査（38地点）を年2回（9月、2月）実施し
た他、特定施設の設置及び特定建設作業の実施届出の審
査を61件実施した。以上により、公害発生源の監視を行っ
ている。

市内で事業活動を行っている各企業と協議を行い、協定締
結を進めていく必要がある。

水質検査実施箇所数
【箇所】

3ヵ年実施計画

次年度以降の改善策

市内工業団地周辺の騒音・振動・悪臭・大気汚染・水質汚濁に関する現状を把握する必要がある。数年周期で工業団地
ごとの測定計画を立案する必要がある。

次年度以降の改善策

・環境パトロールにおける強化月間を拡充するなど、不法投棄監視の充実を図る。
・土地所有者（所管課）に対する環境美化啓発の推進を図る。
・適正な廃棄物処理に従わない悪質な事例に関しては、警察との連携強化を図る。

公
害
対
策
の
徹
底

騒音、振動、悪臭など
公害の監視・指導の徹
底

事業活動等の監視によ
る公害の防止

環境整備課
本事業は、騒音・振動・悪臭・大気汚染・水質汚濁などの公害対策
を実施することにより、市民の安全で健康的な生活環境を保全する
ことを目的としている。

特定施設の設置及び特定建
設作業の実施の届出の審査
件数
【件】

パトロール日数（飯塚地区）
【日】

昨年度より委託業務である環境パトロールの日数を増やし
ているため、不法投棄個所の確認・把握を継続して行えて
いる。公衆衛生を保ち良好な生活環境が得られるよう、パト
ロール及び啓発・指導・監視も継続して力を入れていきた
い。

市有地・私有地における不法投棄は後を絶たない状況であ
り、不法投棄をされないような管理の推進についても今後は
検討していきたい。

パトロール日数（頴田、庄内、
穂波、筑穂地区）
【回】

監視カメラ、看板の設置数
【件】

3ヵ年実施計画

環境パトロール等の実
施

環境対策課

市民の清潔な生活環境保持のため、
　・環境パトロールの実施や不法投棄物の回収および監視カメラ・
看板等の設置作業
　・依頼を受けた各課所管の市有地の草刈りや回収、側溝・樹木等
の消毒作業
を行う。

3

1

1

2

3

1

2

2

3

- 1

- 1

- 1
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第3次飯塚市環境基本計画に基づく事務事業一覧
令和4年度実施計画について

指標名称【単位】
基本目標 事務事業内容

指標
【参考】令和2年度成果 【参考】令和2年度課題

目標値及び実績値
施策方針 取組の方向性

事務事業名
（報告用）

担当課事務事業No.

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

- - 7

令和2年度実績値 令和3年度実績値

-

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

- - 70

令和2年度実績値 令和3年度実績値

-

計画年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

事業の方向性（維持・拡充・縮
小）

拡充 拡充 拡充

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

8 8 8

令和2年度実績値 令和3年度実績値

8

計画年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

事業の方向性（維持・拡充・縮
小）

維持 維持 維持

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

30 30 30

令和2年度実績値 令和3年度実績値

30

計画年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

事業の方向性（維持・拡充・縮
小）

拡充 拡充 拡充

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

700 700 700

令和2年度実績値 令和3年度実績値

0

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

20 20 20

令和2年度実績値 令和3年度実績値

14

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

200 200 200

令和2年度実績値 令和3年度実績値

87

計画年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

事業の方向性（維持・拡充・縮
小）

拡充 拡充 拡充

ごみ発生の抑制（断る、
減らす）

４
R

（
リ
フ

ュ
ー

ズ

、
リ
デ

ュ
ー

ス

、
リ
ユ
ー

ス

、
リ
サ
イ
ク
ル

）
の
推
進

基
本
目
標
Ⅲ
　
循
環
型
社
会
・
脱
炭
素
社
会
を
実
現
す
る 再利用・再資源化の推

進

・三密対策や飲食ブースの廃止など、感染症対策をとった上でのイベント開催
・新規イベントの立案

コロナ禍の影響により、エコ工房まつりを開催できなかっ
た。子ども服交換会については、緊急事態宣言下以外にお
いては開催でき、一定の成果があった。

コロナ禍を経たことによる市民の衛生意識の向上から、再
利用（リユース）そのものに対する抵抗感が生まれている可
能性も考えられる。

子ども服交換会実施回数
【回】

子ども服交換会参加人数
【人】

3ヵ年実施計画

次年度以降の改善策

フリーマーケット等の開
催による再利用（リユー
ス）の促進

環境整備課
エコ工房まつりにおいて、フリーマーケットを開催するほか、定期的
に子ども服交換会等の再利用を促進する事業を実施する。

エコ工房まつりへの来客数
【人】

ペットボトルキャップ回収場所
増設
【箇所】

ペットボトルキャップ回収量について、いいづか環境会議会
報に記載し、事業内容の周知・啓発を行った。

市役所本庁横の拠点収集ボックスに大量のペットボトル
キャップが入れられる、という事案が発生した。このような事
態を避けるため、今後は市報や市ホームページ等にてペッ
トボトルキャップ回収ボックスの設置場所等の案内を記載
する必要がある。

3ヵ年実施計画

次年度以降の改善策

広報活動、環境イベント等で市民への周知を行う。

今年度、新たに8団体が資源回収団体として登録を行い、ご
みの減量化に寄与している。資源回収団体の回収率は昨
年度と比べて減少しており、それに伴って回収量も減少して
いる。また、今年度は新型コロナウイルス感染症の拡大の
影響により、資源回収団体の活動にも影響を与えていると
考えられる。

更なるごみの減量化（資源化）率向上を図るには、1つでも
多くの団体や活動していない団体に資源回収の活動を行っ
てもらうことが必要であるため、引き続き広報活動を強化す
るとともに、活動していない団体に対し、活動再開を促して
いく。

3ヵ年実施計画

次年度以降の改善策

・ゴミの減量化（資源化）率の向上を図るため、広報活動を行う他、2年以上活動していない団体に対し、活動再開の依頼
を呼びかける。

ペットボトルキャップ回
収事業の促進

環境整備課

限りある資源を循環させるごみゼロの社会づくりを目標に循環型社
会を推進する取組として、市民、小中学校、企業等の協力により
ペットボトルキャップを回収し、ごみの減量化を図り、再生プラス
チック製品（プランター、定規等）に再利用する。

資源回収団体奨励補助
金の交付

環境整備課
ごみの減量化及び資源化を推進するとともに、市民の環境保全に
対する意識の高揚を図るため、事前に登録した資源回収団体に対
し回収量に応じた補助金を交付するもの。

資源回収団体の新規登録数
【団体】

環境整備課
エコ工房の協力のもと、生ごみ処理機「生ごみキエーロ」の作成教
室を開催し、各世帯における生ごみ処理機の普及を図り、ごみ発
生量の削減に努める。

「生ごみキエーロ」作製教室開
催数
【回】

- -

「生ごみキエーロ」作製教室参
加人数
【回】

3ヵ年実施計画

次年度以降の改善策

-

生ごみ処理機に関する
普及・啓発

1
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第3次飯塚市環境基本計画に基づく事務事業一覧
令和4年度実施計画について

指標名称【単位】
基本目標 事務事業内容

指標
【参考】令和2年度成果 【参考】令和2年度課題

目標値及び実績値
施策方針 取組の方向性

事務事業名
（報告用）

担当課事務事業No.

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

7 7 7

令和2年度実績値 令和3年度実績値

3

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

700 700 700

令和2年度実績値 令和3年度実績値

196

計画年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

事業の方向性（維持・拡充・縮
小）

拡充 拡充 拡充

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

1 1 1

令和2年度実績値 令和3年度実績値

1

計画年度 令和4年度 令和5年度

事業の方向性（維持・拡充・縮
小）

維持 維持 維持

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

32 33 34

令和2年度実績値 令和3年度実績値

32

計画年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

事業の方向性（維持・拡充・縮
小）

維持 維持 維持

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

30,000 30,000 30,000

令和2年度実績値 令和3年度実績値

0

計画年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

事業の方向性（維持・拡充・縮
小）

維持 維持 維持

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

18,944 18,944 18,944

令和2年度実績値 令和3年度実績値

13,499

計画年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

事業の方向性（維持・拡充・縮
小）

拡充 拡充 拡充

基
本
目
標
Ⅲ
　
循
環
型
社
会
・
脱
炭
素
社
会
を
実
現
す
る

地球温暖化防止対策実行計
画（事務事業編）における温室
効果ガス総排出量
【千t-CO2】

令和元（平成31）年度より、飯塚市クリーンセンター、環境セ
ンター及び飯塚市斎場が一部事務組合に移管されたことか
ら、温室効果ガスの排出量が大幅に減少しているほか、そ
れ以外の施設においても、日常的な取り組みや施設の統廃
合、省エネ設備の導入などにより温室効果ガスの排出量削
減に至っている。

職員の省エネに関する取組状況調査を行うことで、職員一
人ひとりの意識を高めるとともに、高効率の設備・機器等の
導入や太陽光発電設備の導入等の検討を行う。

3ヵ年実施計画

次年度以降の改善策

第3次飯塚市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）における職員一人ひとり及び施設所管課への温室効果ガス排出
量削減目標達成に向けた啓発活動の強化。

地球温暖化対策実行計
画（事務事業編）に基づ
く対策の推進

第3次飯塚市地球温暖
化対策実行計画（事務
事業編）の推進

環境整備課

一事業所として、エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ
法）、第3次飯塚市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）等に基
づき、市施設でのエネルギー使用量の削減及びCo2排出量の削減
に向けた取組を実施する。

2 - 1

学校給食における地場農産物
供給量
【kg】

新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、事業中止。
新型コロナウイルス感染症の影響を考慮しながらの事業運
営の検討。

3ヵ年実施計画

次年度以降の改善策

・密集回避型のイベントなど、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮しながらの事業運営の検討。

地産地消の推進（フード
マイレージの低減）

地産地消の推進 農林振興課
飯塚市地産地消推進協議会へ補助金を交付し、地産地消拡大を
推進する活動を支援するもの。

- 1

公共施設等における太陽光パ
ネル設置件数
【件】

今年度、鯰田交流センターを新設する際に太陽光発電設備
（10kw）の導入を実施している。

現在、既存施設において、太陽光発電設備の導入ができて
いない施設があることから、導入の検討を行っていく必要が
ある。

3ヵ年実施計画

次年度以降の改善策

施設等の建て替えや新設時において、施設の更新計画に基づき、費用対効果や効率化等を考慮しながら、補助金等を
活用し、太陽光発電設備導入の検討を行っていく。

家庭や事業所、学校な
どへの省エネ・再生可
能エネ設備導入促進

公共施設における再生
可能エネルギー利用の
促進

環境整備課
第3次飯塚市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の推進の一
環として、市が所管する学校や公共施設における太陽光パネルの
設置を促進する。

- 1

職員の取組状況調査実施回
数
【回】

年度当初に優先的取組項目として省エネに関する取組の
15項目を設定し、全職員に取組の依頼を行い、省エネ行動
を促した。また、本年度に設定した項目の取組状況につい
て、一般職員に対し、調査を行い、個々の行動について振り
返ることで、省エネに関する取組の意識付けに繋げた。

令和2年度調査結果で、未実施と回答せざるを得ないケー
スもあったが、8割以上の職員がほぼ取り組めていた項目
は15項目中2項目であり、それぞれがより意識し、習慣づけ
を行う必要があるため、引き続き取組状況調査の15項目を
含め、意識しながら行動に繋げていく必要がある。

3ヵ年実施計画

次年度以降の改善策

令和2年度に優先的取組項目として設定した15項目において、8割以上の職員がほぼ取り組めなかった項目については
引き続き来年度の優先的取組として設定すると同時に、新たに2項目を追加して個々の取組を広げていく。

啓発推進に向けたイベントの開催については、社会状況に
より開催中止の判断を迫られる場合が多い。対面型でない
啓発事業の企画の実施も検討する必要がある。また、省エ
ネ設備の導入等の予算を必要とする方策については、施設
所管課、財産活用課、財政課との協議や意思統一が必要
である。

啓発事業参加者数
【人】

3ヵ年実施計画

次年度以降の改善策

・温室効果ガス排出量に影響する暖房使用時期（冬季）での啓発事業開催（ウォームシェア）。

市職員の省エネ行動促
進

環境整備課
第3次飯塚市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の推進の一
環として、市職員の省エネに関する取組状況調査を実施し、市職員
の省エネ行動を促す。省

エ
ネ
活
動

、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

導
入
の
推
進

国民運動「COOL
CHOICE」の推進

市民向け啓発事業の開
催による省エネ行動の
促進

環境整備課

「緑のカーテンエコプロジェクト」でのグリーンカーテンの普及、「打
ち水大作戦」や「クールシェアいいづか」等の地球温暖化防止に関
する各種啓発事業を実施することにより、市民の温暖化防止活動
への意識向上を図る。

啓発事業開催数
【回】

開催することができた啓発事業については、参加者数が前
年度を上回ることができた。（緑のカーテンエコプロジェクト
1.5倍増）また、新たな啓発事業を企画・開催したことにより
幅広い年代層に対して、地球温暖化防止に関する啓発を行
うことができた。

1

1

2

3

4

2

2

2

2

3

3

3

3

3
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第3次飯塚市環境基本計画に基づく事務事業一覧
令和4年度実施計画について

指標名称【単位】
基本目標 事務事業内容

指標
【参考】令和2年度成果 【参考】令和2年度課題

目標値及び実績値
施策方針 取組の方向性

事務事業名
（報告用）

担当課事務事業No.

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

5,400,000 8,000,000 6,400,000

令和2年度実績値

8,842,580

計画年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

事業の方向性（維持・拡充・縮
小）

拡充 拡充 拡充

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

5 5 5

令和2年度実績値

5

計画年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

事業の方向性（維持・拡充・縮
小）

拡充 拡充 拡充

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

1,300 2,000 2,500

令和2年度実績値

1,718

計画年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

事業の方向性（維持・拡充・縮
小）

拡充 拡充 拡充

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

29 29 29

令和2年度実績値 令和3年度実績値

29

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

100 100 100

令和2年度実績値 令和3年度実績値

100

計画年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

事業の方向性（維持・拡充・縮
小）

維持 維持 維持

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

82,000 82,000 82,000

令和2年度実績値

29,383

計画年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

事業の方向性（維持・拡充・縮
小）

維持 維持 維持

基
本
目
標
Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
の
実
現
に
向
け
た
横
断
的
取
組
　
教
育
・
協
働
・
連
携
の
推
進

【
重
点
施
策

】

自治会・公民館の活用
による地域コミュニティ
の活性化

多
様
な
主
体

、
多
様
な
世
代
の
交

流
・
連
携
の
推
進

ICTを活用した多様なコ
ミュニケーション手段の
導入

公民館利用者数
【人】

新型コロナウイルス感染症の影響による、貸館の利用中止
や利用時間の短縮に対する広報については速やかに実施
することができた。

消毒液の設置や、利用後の消毒等、新型コロナウイルスの
感染予防対策を講じているが、利用者は格段に減少した。
利用促進を促すために感染予防対策を徹底している等の
広報活動の取組が必要である。

3ヵ年実施計画

次年度以降の改善策

利用促進を促すために感染予防対策を徹底している等の広報活動の取組が必要である。

・各学校のレビューやニーズを集約し、運用上の課題を可能な限りクリアする。
・クラウド化を見越して、今後のネットワーク環境を見直さなければならない。

中央公民館の利用促進 生涯学習課
市民グループ・団体等が公民館で学習やスポーツ及び集会等の自
主的な活動が行うことができるよう、社会教育・生涯学習の拠点と
して快適な学習空間の提供や機材の貸出等を行う。

各学校での定期メンテナンス
回数
【回】

保守業者・ＩＣＴ研究指導員とともに各学校を訪問し、通信障
害やトラブルの情報を蓄積し、ネットワークの安定稼働を確
保した。

クラウド化を見越して、今後のネットワーク環境を見直さな
ければならない。

学校での障害、問い合わせ等
に対しての初動対応率

3ヵ年実施計画

次年度以降の改善策

FAQ登録数
【件】

導入直後であることから、正当到達率は低い状況である
が、24時間年中無休対応による市民サービスの向上には
一定の効果はあった。

現在は、ごみ分別、子育て分野について試行運用を行って
いるが、今後は対象分野を拡大し、併せて正当到達率を上
げチャットボットの精度をあげる必要がある。

3ヵ年実施計画

次年度以降の改善策

ログ精査を1月毎に行っているが、チャットボットへの反映は1月半程度要している。ログ精査のスパンを短くすることが物
理的に可能であるかの検討を行い、可能であれば実施し反映に要する時間を短縮したい。

AI自動応答サービスの
導入推進

情報政策課

AI自動応答サービスでは、会話をロボットが代行してくれるプログラ
ムで、会話情報をデータベースに蓄積させておき、スマートフォン、
パソコンやＬＩＮＥからの市民等の問い合わせに対し自動回答する
もの。導入することで、「職員の電話対応時間の削減」、「24時間年
中無休対応による市民サービスの向上」や「電話が接続できない課
題に対する解決」が図れる。今年度の1月から、ごみ分別、子育て
分野にて試行運用を開始。

小中学校における情報
機器の導入推進

学校教育課
学校の通信インフラや情報機器の維持管理等を行うことで、円滑
かつ効率的な情報教育及び学校業務のための環境を整備する。

毎月1回約47,000部、市民が必要とする情報を掲載した「市報」を発
行する業務。編集については、民間企業のノウハウを活用するた
め一部委託にて実施。配布については、自治会294か所・公共施
設、コンビニ、駅などで行い、また、市ホームページやアプリ、電子
書籍サイトへ掲載することで、より多くの市民に情報を提供してい
る。

掲載媒体数（アプリ・電子書
籍・ホームページ）
【媒体】

より多くの市民に広報紙を見ていただくため自治会配付以
外に公共施設などへの配布を行った。また、アプリでの配
信、電子書籍サイトへの掲載を行った。

行政情報をより見やすく分かりやすく伝えていくために、レイ
アウトの工夫や情報の集約などを行っていく。また、写真や
イラストを多く挿入し、記事の内容が今以上に伝わりやすく
なるような編集を行う。

3ヵ年実施計画

次年度以降の改善策

行政からのお知らせページの文字数削減のため、日時、場所、内容等の必要最小限の掲載にとどめる。詳細については
HP等で確認していただけるよう、担当課にHP作成を促す。

行政に関わる情報を各課が作成し、ホームページ管理者(情報発
信係)が内容を確認後、インターネットを経由して対外的に情報を発
信している。また、閲覧者に適切な情報を発信するために、サイト
の各種コンテンツの管理、サイトの充実並びに端末のセキュリティ
確保等を行っている。

ホームページアクセス数
トップページのレイアウト変更や、やさしい日本語の導入
等、利便性の向上を図った。

災害等におけるホームページ内の緊急なお知らせなどを休
日等に掲載する場合は、各担当課が所管するページの変
更とモバイル端末やテレワークシステムの手配などが必要
である。

3ヵ年実施計画

次年度以降の改善策

職員のホームページ編集スキル向上のため、引き続き職員研修を実施し、情報発信力強化に努める

情
報
発
信
手
段
の
多
様
化

多様な媒体による情報
発信

市公式ホームページの
充実

情報政策課

「広報いいづか」による
情報発信

情報政策課

1

1

2

2

1

1

1

1

1

2

4

4

4

4

4

- 1

- 2

- 1

- 2

- 1
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第3次飯塚市環境基本計画に基づく事務事業一覧
令和4年度実施計画について

指標名称【単位】
基本目標 事務事業内容

指標
【参考】令和2年度成果 【参考】令和2年度課題

目標値及び実績値
施策方針 取組の方向性

事務事業名
（報告用）

担当課事務事業No.

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

260 260 260

令和2年度実績値

237

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

3,000 3,000 3,000

令和2年度実績値

2,799

計画年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

事業の方向性（維持・拡充・縮
小）

維持 維持 維持

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

33,107 33,107 33,291

令和2年度実績値

33,228

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

0 0 3

令和2年度実績値

0

計画年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

事業の方向性（維持・拡充・縮
小）

拡充 拡充 拡充

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

72 72 72

令和2年度実績値

57

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

20 20 20

令和2年度実績値

0

計画年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

事業の方向性（維持・拡充・縮
小）

拡充 拡充 拡充

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

- - 4

令和2年度実績値

-

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

- - 20

令和2年度実績値

-

計画年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

事業の方向性（維持・拡充・縮
小）

拡充 拡充 拡充

基
本
目
標
Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
の
実
現
に
向
け
た
横
断
的
取
組
　
教
育
・
協
働
・
連
携
の
推
進

【
重
点
施
策

】

多
様
な
主
体

、
多
様
な
世
代
の
交
流
・
連
携
の
推
進

自治会・公民館の活用
による地域コミュニティ
の活性化

多様な主体、世代が気
軽に情報交換できる場
の創出支援

環境整備課

広く市民の参加を募る市民ワークショップを開催し、環境課題や課
題解決のための具体的取組について議論し、実行する機会を提供
することにより、本市の環境施策の推進において市民参画によるマ
ンパワーの確保、アイディアの創出を図るとともに、参加者が環境
問題を「自分ごと」として考えるための意識を醸成し、市民が自発的
に環境課題の解決に取り組むための土壌づくりを行う。

2

ワークショップの開催回数
【回】

- -

ワークショップの参加人数
【人】

3ヵ年実施計画

次年度以降の改善策

-

自治会への加入促進

環境に関する市民ワー
クショップの開催

まちづくり推進課

協働のまちづくりの根幹をなす自治会の加入を促進するために下
記の事業を実施している。
転入転居者に対し、市役所窓口で自治会に関する説明を行い訪問
承諾書の記入をお願いしている。訪問承諾書は、自治会長のに渡
し、その後自治会による加入促進が行われる。

自治会加入率
【％】

3ヵ年実施計画

次年度以降の改善策

・転入転居者向けの啓発
・自治会による啓発を促進するため、啓発物（チラシ、ポスター等）の配布を継続する必要がある。
訪問承諾書と加入申込書を一体化した用紙等を作成し、未加入者が自治会に加入しやすい方法を検討。

まちづくり協議会に対す
る補助金の交付・人的
支援

まちづくり推進課

まちづくり協議会の組織活性化及び地域の課題を地域で解決する
ような活動の推進を図ることを目的として、まちづくりに関する事業
の計画作成や団体間の連携、協力に関する経費について「飯塚市
まちづくり協議会補助金交付要綱」に沿った補助金の交付、及び人
的支援を行う。

補助金の交付額
【千円】

3ヵ年実施計画

次年度以降の改善策

・新しい生活様式に対応した事業を検討し、コロナ禍において活動を継続していけるよう支援を行う。
・まちづくり協議会の自主財源確保に向けた事業の検討、実施を推進するとともに、市の事業の一部受託が出来る組織
となるよう、法人化に向けた検討、サポートを行う。

まちづくり協議会の自立
（指定管理者制度の導入）
【協議会】

学習者がグループを形成し、学習者相互の人間関係を構築しなが
ら継続して学習し、その学習成果を地域に還元することでまちづくり
につなげていくことを目的とする。

サークル数
【サークル】

新型コロナウイルスのため、各サークルの再開は遅れた
が、サークルの数や生徒が大幅に減少することはなく事業
の継続ができた。

サークルの構成年齢に偏りがあり、若年層の参加が少ない
傾向にある。新型コロナウイルス対策を行いつつ、若い年
代のサークル設立や加入を促す方策が必要である。

サークル受講生
【人】

3ヵ年実施計画

次年度以降の改善策

市ホームページや市報に、サークルの募集だけでなく開設を促すような広報を活動を実施する。

交流センター等を活用し
た市民サークル活動の
促進

生涯学習課

新型コロナウイルス感染症拡大により、多くの事業を中止
せざるを得ない中、事業中止に伴う補助金の使途について
は、柔軟に対応することとし、コロナ禍において地域活動を
停滞させないための財源として活用することができた。

前年度からのコロナ禍の影響を受け、人を集める事業につ
いて、軒並み中止せざるを得ない状況となった。次年度は、
新しい生活様式に対応した事業を検討し、活動を継続して
いけるよう支援する必要がある。

イベント等でのPR活動
【回】

休日窓口開設時における自治会加入促進キャンペーンを
実施。全自治会に加入促進ののぼり旗を配付。来年度の
配布にむけて身分証（バッジ・身分証明証）を作成し、自治
会長が転居者等へ加入促進しやすい環境を整備。

転入転居者向けの啓発を検討する必要がある。市民課との
連携による加入促進。

1

1

1

2

2

2

2

4

4

4

4 1

- 2

- 3

- 4

-
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第3次飯塚市環境基本計画に基づく事務事業一覧
令和4年度実施計画について

指標名称【単位】
基本目標 事務事業内容

指標
【参考】令和2年度成果 【参考】令和2年度課題

目標値及び実績値
施策方針 取組の方向性

事務事業名
（報告用）

担当課事務事業No.

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

12 12 12

令和2年度実績値

12

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

11,000 11,000 8800

令和2年度実績値

5,729

計画年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

事業の方向性（維持・拡充・縮
小）

拡充 拡充 拡充

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

- - 1

令和2年度実績値

-

計画年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

事業の方向性（維持・拡充・縮
小）

拡充 拡充 拡充

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

60 60 60

令和2年度実績値

8

計画年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

事業の方向性（維持・拡充・縮
小）

維持 維持 維持

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

175 175 175

令和2年度実績値 令和3年度実績値

0

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

360 360 360

令和2年度実績値 令和3年度実績値

0

計画年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

事業の方向性（維持・拡充・縮
小）

維持 維持 維持

多様な主体、世代が気
軽に情報交換できる場
の創出支援

多
様
な
主
体

、
多
様
な
世
代
の
交
流
・
連
携
の
推
進

基
本
目
標
Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
の
実
現
に
向
け
た
横
断
的
取
組
　
教
育
・
協
働
・
連
携
の
推
進

【
重
点
施
策

】

エコ工房、コミュニティー
センター、公民館を活用
した講座、セミナー、イ
ベントの開催

環
境
教
育
・
学
習
の
充
実

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、事業開始が遅
れている。今後、感染症の安全対策を講じながら、運営して
いく。専属のコーディネーターと連携し開講できるよう事務調
整を図ることとしている。

年間実施講座数
【回】

3ヵ年実施計画

次年度以降の改善策

市報、交流センターだより等を通して、受講者数の増加を図るとともに、受講者のニーズや高齢者の体力等の問題に応じ
た内容の創意工夫を図る。

高齢者に学習の機会を提供し、健康で充実した生きがいづくりと積
極的な社会参加を促し、教養の向上を図るとともに、習得した知識
や技術などを人材派遣事業やボランティア活動を通して、地域に還
元できる人材の育成を目指す。

受講者数
【人】

令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、開
催を中止することとなったが、応募いただいていた団体の活
動の紹介を市ホームページにて公表したことで、誰もが常
時閲覧でき、環境保全活動の拡散を行えたことから、情報
の共有を行うことができた。

新型コロナウイルス感染症等の社会情勢に対応した活動発
表の実施方法（市ホームページ等のSNSや活動紹介の場）
を検討する必要がある。

3ヵ年実施計画

次年度以降の改善策

令和3年度は「エコスタ SDGsシンポジウム」として合同で開催し、会場内で動画上映及びパネルの展示にて活動紹介を
行うほか、市ホームページにて公表し、来場者以外にも各団体等が実施している活動内容について拡散する。

コスモス大学における講
座開催

生涯学習課

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和2年度は
事業が中止になった。令和3年度はウイルス感染症拡大防
止を図りながら、事業を行っていく。

エコスタいいづか開催に
よる情報交換の機会提
供

環境整備課
市民や学校、環境団体等が取り組んでいる環境保全活動につい
て、情報共有を行う機会提供を行い、市民や団体間のネットワーク
形成を図る。

協力団体数
【団体】

広く市民を対象に、環境をテーマとするワークショップを開催し、各
環境団体にとってのネットワークを広げるための機会提供を行う。

参加団体数
【団体】

- -

3ヵ年実施計画

次年度以降の改善策

-

コロナ禍のため市民活動団体交流事業の実施が開催でき
なかった。次年度以降、新しい形の事業を展開する必要が
ある。
また、県内類似施設から得た情報を施設運営に取り入れ、
さらなる施設の有効活用を図るとともに、ホームページ等を
活用した情報発信を積極的に行うことが必要である。

利用者数
【人】

3ヵ年実施計画

次年度以降の改善策

福岡県NPO・ボランティアセンターや県内類似施設との情報共有や意見交換をさらに充実させ、施設運営に取り入れる。

環境保全団体などの
ネットワーク形成支援

ワークショップ開催によ
るネットワーク形成支援

環境整備課

地域振興課
市民の自主的で公益的な活動を支援するための市民交流プラザを
設置・運営する。平成30年度から市直営に完全移行し、市民活動
の場の提供や各種情報提供等を行っている。

イベント情報誌の発行
【回】

コロナ禍の影響で利用者数、団体数ともに前年度に比べ減
少した。

2 - 2
市民交流プラザの運営
による情報交換の機会
創出

3

1

3

2

2

2

3

4

4

4

4 1

- 2

- 1

-

12 / 14 ページ



第3次飯塚市環境基本計画に基づく事務事業一覧
令和4年度実施計画について

指標名称【単位】
基本目標 事務事業内容

指標
【参考】令和2年度成果 【参考】令和2年度課題

目標値及び実績値
施策方針 取組の方向性

事務事業名
（報告用）

担当課事務事業No.

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

213 213 188

令和2年度実績値 令和3年度実績値

117

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

1,630 1,630 1,880

令和2年度実績値 令和3年度実績値

1,046

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

24 24 24

令和2年度実績値 令和3年度実績値

14

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

1,400 1,400 1,400

令和2年度実績値 令和3年度実績値

87

計画年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

事業の方向性（維持・拡充・縮
小）

拡充 拡充 拡充

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

22 22 22

令和2年度実績値 令和3年度実績値

13

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

290 300 300

令和2年度実績値 令和3年度実績値

166

計画年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

事業の方向性（維持・拡充・縮
小）

拡充 拡充 拡充

エコ工房、コミュニティー
センター、公民館を活用
した講座、セミナー、イ
ベントの開催

環
境
教
育
・
学
習
の
充
実

基
本
目
標
Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
の
実
現
に
向
け
た
横
断
的
取
組
　
教
育
・
協
働
・
連
携
の
推
進

【
重
点
施
策

】

自然体験プログラム参加者数
【人】

3ヵ年実施計画

次年度以降の改善策

・市報・HP・SNS等によるイベント参加への啓発

・既存の講座、イベントの分析。新規企画等の立案・実施。既存の広報媒体を活用した周知強化。
・事業規模の拡充により、施設の認知度を向上させる。
・環境教室等のWeb配信システムの整備。

専門家による自然観察
会の開催

自然体験プログラム「い
いねん！」の開催

環境整備課
地元専門家の協力のもと、主に小学生とその親世代を対象とした、
自然体験プログラムを開催し、自然環境保護意識の醸成を図る。

自然体験プログラム開催回数
【回】

新型コロナウイルス感染症対策のため、開催予定であった
自然体験プログラムの多くが中止となり、目標とする参加人
数を得ることができなかった。

観察会の性質上、密集しての移動・観察がメインとなるた
め、代替となる事業として三密対策をとったワークショップ等
を検討する。

環境保全に関する情報発信・学習体験の場の提供を目的とした、
飯塚市が所有する環境教育施設（飯塚市リサイクルプラザ工房棟）
の管理運営事業。施設の管理運営を指定管理者に委託している。

各種環境教室等の開催数
【回】

コロナ禍の影響により、一時休館や環境教室・イベントの開
催を自粛したため、目標としている参加人数を得ることは出
来なかった。

コロナ禍においては、施設に人を集めることが出来ないた
め、新たな情報発信の手段をとる必要がある。

各種環境教室参加者数
【人】

エコ工房の利用促進 環境整備課 イベントの開催数
【回】

イベント参加者数
【人】

3ヵ年実施計画

次年度以降の改善策

1

2

3

3

4

4
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第3次飯塚市環境基本計画に基づく事務事業一覧
令和4年度実施計画について

指標名称【単位】
基本目標 事務事業内容

指標
【参考】令和2年度成果 【参考】令和2年度課題

目標値及び実績値
施策方針 取組の方向性

事務事業名
（報告用）

担当課事務事業No.

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

1 1 1

令和2年度実績値 令和3年度実績値

1

計画年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

事業の方向性（維持・拡充・縮
小）

維持 維持 維持

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

800 800 800

令和2年度実績値 令和3年度実績値

0

令和2年度目標値 令和3年度目標値 令和4年度目標値

10 10 10

令和2年度実績値 令和3年度実績値

4

計画年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

事業の方向性（維持・拡充・縮
小）

維持 維持 維持

環
境
教
育
・
学
習
の
充
実

基
本
目
標
Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
の
実
現
に
向
け
た
横
断
的
取
組
　
教
育
・
協
働
・
連
携
の
推
進

【
重
点

施
策

】

小中学校における環境
保全活動の推進

エコスタいいづかへの応募・出展方法をより幅広い団体等
の参加を求め、「声掛方式」から「公募方式」に変更したこと
により、今まで参加の無かった団体から参加希望を得ること
ができた。また、活動発表の方式を「ステージ発表」から「動
画上映」に変更し、市ホームページで動画を常時閲覧できる
状態にしたことにより、各活動の周知に寄与することができ
た。

新型コロナウイルス感染症等の社会情勢に対応した活動発
表や体験ブース実施方法の検討。
環境保全活動発表への敷居を低くするための活動発表方
式の変更及び活動発表にかかる発表団体の負担（資料作
成の手間や準備にかかる時間）軽減策の検討。

活動発表学校数
【校】

3ヵ年実施計画

次年度以降の改善策

小中学校における学習用タブレット端末の普及を受け、電子データによる副読本の配付を検討する。

環境副読本配付回数
【回】

環境副読本の配布については、毎年6月に配付していたとこ
ろを、今年度は緊急事態宣言下の小学校休校を受けて、9
月に配付を行った。

一時休校によってカリキュラムの進行が困難な中、環境に
関する授業を組み込むことが小学校にとって負担になって
いる可能性がある。

環境整備課

身近な環境問題や活動に関心をもってもらうため、エコスタいいづ
か（環境教育推進大会）において、市民・団体等が日頃行っている
環境保全活動を広く周知するとともに、様々な体験を通して環境保
全活動を推進させる。

エコスタいいづかへの来場者
数
【人】

3ヵ年実施計画

次年度以降の改善策

SNSを用いた活動内容の周知や既存の環境啓発事業における体験ブース同時開催等（事業の規模・開催回数等を含
め）を事業の実施方法等の検討を行う。

小中学校における環境
教育の推進

環境学習教材の配付 環境整備課
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律に定める
基本理念に則り、環境保全の意欲の増進を目的とした環境教育事
業や、環境教育の支援を行う。

3

3

3

3
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第3次飯塚市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）

＜達成状況＞

項目 発熱量 排出係数
CO2換算

係数（44/12）
増減値
R2/R1

tco2/kwh 36,826,689 kwh 31,115,673 kwh 31,010,991 kwh

※変動あり 21,458 tco2 10,166 tco2 11,802.79 tco2 116.10%

GJ/kl tco2/GJ 836,994 ℓ 235,182 ℓ 177,386 ℓ

39.1 0.0189 3.6667 2,267.94 tco2 637.26 tco2 480.65 tco2 75.42%

GJ/kl tco2/GJ 2,573 ℓ 23 ℓ 3,034 ℓ

34.6 0.0183 3.6667 5.97 tco2 0.05 tco2 7.04 tco2 14080.00%

GJ/kl tco2/GJ 537,206 ℓ 238,838 ℓ 180,702 ℓ

36.7 0.0185 3.6667 1,337.37 tco2 594.59 tco2 449.86 tco2 75.66%

GJ/kl tco2/GJ 6,916 ℓ 390 ℓ 15,111 ℓ

37.7 0.0187 3.6667 17.88 tco2 1.01 tco2 39.06 tco2 3867.33%

GJ/t tco2/GJ 137,846 kg 99,762 kg 150,240 kg

50.8 0.0161 3.6667 413.39 tco2 299.18 tco2 450.55 tco2 150.59%

GJ/t tco2/GJ 1,743,100 kg 0 kg 0 kg

29.4 0.0294 3.6667 5,524.44 tco2 0.00 tco2 0.00 tco2 0.00%

GJ/1,000N㎥ tco2/GJ 20,384 ㎥ 14,310 ㎥ 12,652 ㎥

46 0.0136 3.6667 46.76 tco2 32.83 tco2 29.02 tco2 88.39%

GJ/t tco2/GJ 0 ㎥ 0 ㎥ 0 ㎥

1.36 0.0570 0.00 tco2 0.00 tco2 0.00 tco2 0.00%

GJ/kl tco2/GJ 140,786 ℓ 95,887 ℓ 77,499 ℓ

34.6 0.0183 3.6667 326.86 tco2 222.62 tco2 179.93 tco2 80.82%

GJ/kl tco2/GJ 67,455 ℓ 27,836 ℓ 23,412 ℓ

37.7 0.0187 3.6667 174.37 tco2 71.96 tco2 60.52 tco2 84.10%

31,572.97 tco2 12,024.99 tco2 13,499.43 tco2 112.26%温室効果ガス排出量合計

令和元年度
（参考）

令和2年度

施
設

電気
使用量

重油
使用量

揮発油
使用量

灯油
使用量

軽油
使用量

LPG
使用量

平成25年度
（第3次基準）

都市ガス
使用量

産業用以外
蒸気量

自
動
車

ガソリン車両
使用量

軽油車両
使用量

石炭コークス
使用量

Administrator
テキストボックス
補足資料No.2質問No.18_補足資料



第3次飯塚市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）

項目 発熱量 排出係数
CO2換算

係数（44/12）
増減値
R2/H25

tco2/kwh 31,836,347 kwh 30,976,108 kwh

※変動あり 18,399.47 tco2 11,790.79 tco2 64.08%

GJ/kl tco2/GJ 836,994 ℓ 177,386 ℓ

39.1 0.0189 3.6667 2,267.94 tco2 480.65 tco2 21.19%

GJ/kl tco2/GJ 2,573 ℓ 3,034 ℓ

34.6 0.0183 3.6667 5.97 tco2 7.04 tco2 117.85%

GJ/kl tco2/GJ 354,786 ℓ 180,702 ℓ

36.7 0.0185 3.6667 883.23 tco2 449.86 tco2 50.93%

GJ/kl tco2/GJ 6,916 ℓ 15,111 ℓ

37.7 0.0187 3.6667 17.88 tco2 39.06 tco2 218.48%

GJ/t tco2/GJ 137,817 kg 150,240 kg

50.8 0.0161 3.6667 413.30 tco2 450.55 tco2 109.01%

GJ/t tco2/GJ 0 kg 0 kg

29.4 0.0294 3.6667 0.00 tco2 0.00 tco2 0.00%

GJ/1,000N㎥ tco2/GJ 20,384 ㎥ 12,652 ㎥

46 0.0136 3.6667 46.76 tco2 29.02 tco2 62.06%

GJ/t tco2/GJ 0 ㎥ 0 ㎥

1.36 0.0570 0.00 tco2 0.00 tco2 0.00%

GJ/kl tco2/GJ 134,456 ℓ 77,009 ℓ

34.6 0.0183 3.6667 312.16 tco2 178.79 tco2 57.28%

GJ/kl tco2/GJ 35,885 ℓ 15,592 ℓ

37.7 0.0187 3.6667 92.76 tco2 40.31 tco2 43.46%

22,439.49 tco2 13,466.07 tco2 60.01%

※以下の表はクリーンセンター、環境センター及び飯塚市斎場を除いた数値です。ただし、市が所管しているクリーンセンター及び環境センターの事務
室も除いた数値であることから、総排出量に誤差が生じていいるほか、算出方法や少数点の関係からも誤差が生じておりますので、ご理解願います。

温室効果ガス排出量合計

石炭コークス
使用量

都市ガス
使用量

産業用以外
蒸気量

自
動
車

ガソリン車両
使用量

軽油車両
使用量

平成25年度
（第3次基準）

令和2年度

施
設

電気
使用量

重油
使用量

揮発油
使用量

灯油
使用量

軽油
使用量

LPG
使用量
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